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表紙

定 時 株 主 総 会
招集ご通知

第15期
　

開催日時
2022年５月25日（水曜日） 午前10時

　受付開始　午前 9 時
新型コロナウイルスに関するお知らせ
新型コロナウイルス感染拡大防止対
策として、株主様の安全を第一に考
え、株主総会当日のご来場をお控え
いただき、書面・インターネット
（パソコン、スマートフォン等）に
よる議決権行使をお願い申し上げま
す。

本年も株主総会ご出席者への「お土
産」を取りやめさせていただきます。
何卒ご理解賜りますよう宜しくお願い
申し上げます。

スマートフォンからQR
コードⓇを読み取ること
で、議決権を簡単にご
行使いただけます。

株式会社ドトール・日レスホールディングス
証券コード：3087

開催場所
東京都渋谷区桜丘町26番１号
セルリアンタワー東急ホテル地下２階　ボールルーム
(裏表紙の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

決議事項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除

く。）９名選任の件
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役２名選任

の件
第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除

く。）の報酬等の額設定の件
第７号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設

定の件
第８号議案 取締役（監査等委員である取締役および

社外取締役を除く。）に対する譲渡制限
付株式の割当てのための報酬決定の件
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経営理念

「一杯のおいしいコーヒーを通じて、
お客様にやすらぎと活力を提供する」

「私たちは食文化の創造と紹介を通じて
社会に貢献します」
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招集ご通知

株 主 各 位 証券コード　3087
2022年５月6日

東京都渋谷区猿楽町10番11号

株式会社ドトール・日レスホールディングス
代表取締役社長 星野　正則

■1 日　　時 2022年５月25日（水曜日）午前10時（受付開始：午前9時）

■2 場　　所 東京都渋谷区桜丘町26番１号
セルリアンタワー東急ホテル地下２階　ボールルーム
(末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)

■3 目的事項 報告事項 1. 第15期（2021年３月１日から2022年２月28日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果
報告の件

2. 第15期（2021年３月１日から2022年２月28日まで）
計算書類報告の件

決議事項 第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役２名選任の件
第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件
第７号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
第８号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲

渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

◎例年開会時刻間際には、会場受付が大変混雑いたしますので、時間に余裕をもってお早めにご来場くださいますようお願い申しあげます。
◎株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類の記載に関して修正の必要が生じた場合は、修正の内容を当社ホームページ

に掲載させていただきます。
◎当社は、法令および当社定款の規定に基づき、提供すべき書面のうち次に掲げる事項をインターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりま

すので、本株主総会招集ご通知の提供書面には記載しておりません。
①連結計算書類の連結注記表 ②計算書類の個別注記表

http://www.dnh.co.jp/

第1５期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、当社第1５期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、次頁の議決権行使等に

ついてのご案内に記載のいずれかの方法により、2022年５月24日（火曜日）午後５時までに議決権をご行使くださ
いますようお願い申しあげます。

敬　具
記

以　上
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議決権行使等についてのご案内

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげま
す。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

インターネットで議決権を
行使される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付
にご提出ください。

同封の議決権行使書用紙に議案に対
する賛否をご表示のうえ、ご返送く
ださい。

次ページの案内に従って、議案の賛
否をご入力ください。

日　時 行使期限 行使期限

2022年５月25日（水曜日）
午前10時（受付開始：午前９時）

2022年５月24日（火曜日）
午後５時到着分まで

2022年５月24日（火曜日）
午後５時入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。
第１、２、６、７、８号議案

◦ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 反対する場合 「否」の欄に〇印

第３、４、５号議案

◦ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印
◦ 一部の候補者を反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※議決権行使書用紙はイメージです。

見 本

書面（郵送）およびインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱い
いたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたしま
す。
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議決権行使等についてのご案内

インターネット等による議決権行使のご案内
ログインQRコードを読み取る方法

「スマート行使」
議決権行使コード・パスワードを

入力する方法
議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行
使ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://soukai.mizuho-tb.co.jp/

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

「スマート行使」での議決権行使は1回のみ。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが
PC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の
「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイト
へ遷移できます。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。1
議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

見 本
見 本

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

「次へすすむ」をクリック

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

2

「議決権行使コード」
を入力

「次へ」をクリック

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

3

「パスワード」
を入力

実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

みずほ信託銀行　証券代行部　インターネットヘルプダイヤル
 0120-768-524

（受付時間　９：00～21：00）
機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

4
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剰余金処分議案

第1号議案 剰余金処分の件

配当財産の種類 金銭

配当財産の割当てに関する事項
およびその総額

当社普通株式1株につき金 14円
配当総額 619,035,354円

　

剰余金の配当が効力を生じる日 2022年５月26日

株主総会参考書類

　剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
　当期の剰余金処分に関する方針は、業績に応じた配当を基本にしつつ、企業体質の一層の強化と今後の事業展開に
備えるための内部留保を勘案し、配当性向20％から30％を目処に利益還元を行うことを基本方針としております。
　当事業年度の期末配当につきましては、通常と変わらぬ設備投資を実施しながらも、助成金などを除いた営業キャ
ッシュフローがプラスに転じたこともあり１株２円の増配といたしたいと存じます。
　これにより、中間配当金12円を加えた年間配当金は、１株につき26円となります。
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定款変更議案

第2号議案 定款一部変更の件

(1) 変更の理由
①当社は、より迅速な意思決定を実現するとともに、取締役会の監督機能の強化を通じて、より一層のコーポレー
ト・ガバナンスの充実をはかるため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行したいと存じます。監
査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役およ
び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものです。

②監査等委員会設置会社への移行に伴い、環境の変化に対応するとともに、迅速な意思決定による機動的な経営展
開をはかるため、取締役会の決議により重要な業務執行の決定の全部または一部を取締役に委任することができ
る規定を新設するものです。（変更案第28条）

③取締役として有用な人材を確保し、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第１項
に基づき、取締役会の決議によって法令の定める範囲内で取締役の責任を免除することができる旨の規定を新設
するとともに、業務執行取締役等でない取締役が期待される役割を十分に発揮できるようにし、有用な人材を確
保するため、業務執行取締役等でない取締役と責任限定契約を締結できるよう、責任限定契約の対象の変更を行
うものです。（変更案第32条）なお、本変更につきましては、監査役全員の同意を得ております。

④機動的な剰余金の配当等を行うことを可能とするため、会社法第459条第１項の規定に基づき、剰余金の配当等
を取締役会決議によっても行うことができる規定を新設するものです。（変更案第42条）

⑤「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が2022年
９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、電子提供措置に関する規定の新
設および株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供に関する規定の削除ならびに経過措置の新設を
行うものです。（変更案第16条および附則）

(2) 変更の内容
　変更の内容は次のとおりであります。なお、本議案にかかる定款変更は、本株主総会終結の時をもって効力が発
生するものとします。

6



2022/04/21 17:15:36 / 21824425_株式会社ドトール・日レスホールディングス_招集通知

定款変更議案

現行定款 変更案

（新設） （機関）
第４条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を

置く。
１．取締役会
２．監査等委員会
３．会計監査人

（公告方法） （公告方法）
第４条 当会社の公告は、電子公告により行う。 第５条 当会社の公告は、電子公告により行う。
２ やむを得ない事由により、電子公告によることができ
ない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行
う。

２ やむを得ない事由により、電子公告によることができ
ない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行
う。

第２章　株式 第２章　株式
（発行可能株式総数） （発行可能株式総数）
第５条 当会社の発行可能株式総数は、200,000,000株とす

る。
第６条 当会社の発行可能株式総数は、200,000,000株とす

る。

（自己の株式の取得） （自己の株式の取得）
第６条 当会社は、取締役会の決議によって市場取引等により

自己の株式を取得することができる。
第７条 当会社は、取締役会の決議によって市場取引等により

自己の株式を取得することができる。

（単元株式数） （単元株式数）
第７条 当会社の単元株式数は、100株とする。 第８条 当会社の単元株式数は、100株とする。

（単元未満株式についての権利） （単元未満株式についての権利）
第８条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、

次に掲げる権利以外の権利を行使することができな
い。

第９条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、
次に掲げる権利以外の権利を行使することができな
い。

(1) 会社法第189条第２項各号に掲げる権利 (1) 会社法第189条第２項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第１項の規定による請求をする権利 (2) 会社法第166条第１項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび
募集新株予約権の割当てを受ける権利

(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび
募集新株予約権の割当てを受ける権利

(4) 次条に定める請求をする権利 (4) 次条に定める請求をする権利

（下線部分は変更箇所を示しております。）

7
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定款変更議案

現行定款 変更案

（単元未満株式の売渡請求） （単元未満株式の売渡請求）
第９条 当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単

元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を
売り渡すこと（以下「買増し」という。）を当会社に
請求することができる。

第10条 当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単
元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を
売り渡すこと（以下「買増し」という。）を当会社に
請求することができる。

（株主名簿管理人） （株主名簿管理人）
第10条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 第11条 当会社は、株主名簿管理人を置く。

２ 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会
の決議によって定め、これを公告する。

２ 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会
または取締役会の決議によって委任を受けた取締役が
定め、これを公告する。

３ 当会社の株主名簿および新株予約権原簿は、株主名簿
管理人の事務取扱場所に備え置き、株主名簿および新
株予約権原簿への記載または記録、単元未満株式の買
取り・買増し、その他株式ならびに新株予約権に関す
る事務は株主名簿管理人に取扱わせ、当会社において
は取扱わない。

３ 当会社の株主名簿および新株予約権原簿は、株主名簿
管理人の事務取扱場所に備え置き、株主名簿および新
株予約権原簿への記載または記録、単元未満株式の買
取り・買増し、その他株式および新株予約権に関する
事務は株主名簿管理人に取扱わせ、当会社においては
取扱わない。

（株式取扱規則） （株式取扱規則）
第11条 当会社の株式または新株予約権に関する取扱いおよび

手数料ならびに株主の権利行使の手続きについては、
法令または本定款に定めるもののほか、取締役会にお
いて定める株式取扱規則による。

第12条 当会社の株式または新株予約権に関する取扱いおよび
手数料ならびに株主の権利行使の手続きについては、
法令または本定款に定めるもののほか、取締役会また
は取締役会の決議によって委任を受けた取締役が定め
る株式取扱規則による。

（基準日） （基準日）
第12条 当会社は、毎年２月末日の最終の株主名簿に記載また

は記録された議決権を有する株主をもって、その事業
年度に関する定時株主総会において権利を行使するこ
とができる株主とする。

第13条 当会社は、毎年２月末日の最終の株主名簿に記載また
は記録された議決権を有する株主をもって、その事業
年度に関する定時株主総会において権利を行使するこ
とができる株主とする。

第３章　株主総会 第３章　株主総会
（招集） （招集）
第13条 当会社の定時株主総会は毎年５月に招集し、臨時株主

総会は必要がある場合に招集する。
第14条 当会社の定時株主総会は毎年５月に招集し、臨時株主

総会は必要がある場合に招集する。

（下線部分は変更箇所を示しております。）
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定款変更議案

現行定款 変更案

（招集権者および議長） （招集権者および議長）
第14条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取

締役会の決議によって、取締役社長が招集する。取締
役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会にお
いて定めた順序により、他の取締役が招集する。

第15条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取
締役会の決議によって、取締役社長が招集する。取締
役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会にお
いて定めた順序により、他の取締役が招集する。

２ 株主総会においては、取締役社長が議長となる。取締
役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会にお
いて定めた順序により、他の取締役が議長となる。

２ 株主総会においては、取締役社長が議長となる。取締
役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会にお
いて定めた順序により、他の取締役が議長となる。

（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供） （削除）
第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書

類、事業報告、計算書類ならびに連結計算書類（当該
連結計算書類に係る会計監査報告および監査報告を含
む。）に記載または表示をすべき事項に係る情報を、
法務省令に定めるところに従いインターネットを利用
する方法で開示することにより、株主に対して提供し
たものとみなすことができる。

（新設） （電子提供措置等）
第16条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類

等の内容である情報について、電子提供措置をとるも
のとする。

２ 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で
定めるものの全部または一部について、議決権の基準
日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面
に記載しないことができる。

（議決権の代理行使） （議決権の代理行使）
第16条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主１名を代理

人として、議決権を行使することができる。
第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主１名を代理

人として、議決権を行使することができる。
２ 前項の場合には、株主または代理人は代理権を証明す
る書面を、株主総会ごとに当会社に提出しなければな
らない。

２ 前項の場合には、株主または代理人は代理権を証明す
る書面を、株主総会ごとに当会社に提出しなければな
らない。

（下線部分は変更箇所を示しております。）
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定款変更議案

現行定款 変更案

（決議の方法） （決議の方法）
第17条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めが

ある場合を除き、出席した議決権を行使することがで
きる株主の議決権の過半数をもって行う。

第18条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めが
ある場合を除き、出席した議決権を行使することがで
きる株主の議決権の過半数をもって行う。

２ 会社法第309条第２項の定めによる決議は、議決権を
行使することができる株主の議決権の３分の１以上を
有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をも
って行う。

２ 会社法第309条第２項の定めによる決議は、議決権を
行使することができる株主の議決権の３分の１以上を
有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をも
って行う。

（議事録） （議事録）
第18条 株主総会における議事の経過の要領およびその結果な

らびにその他法令に定める事項は、議事録に記載また
は記録する。

第19条 株主総会における議事の経過の要領およびその結果な
らびにその他法令に定める事項は、議事録に記載また
は記録する。

第４章　取締役および取締役会 第４章　取締役および取締役会
（取締役会の設置） （削除）
第19条 当会社は取締役会を置く。

（取締役の員数） （取締役の員数）
第20条 当会社の取締役は、12名以内とする。 第20条 当会社の取締役（監査等委員であるものを除く。）

は、12名以内とし、監査等委員である取締役は５名以
内とする。

（取締役の選任） （取締役の選任）
第21条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。 第21条 取締役は、株主総会の決議によって、監査等委員であ

る取締役とそれ以外の取締役とを区別して選任する。
２ 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる
株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、
その議決権の過半数をもって行う。

２ 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる
株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、
その議決権の過半数をもって行う。

３ 取締役の選任決議は、累積投票によらない。 ３ 取締役の選任決議は、累積投票によらない。
（新設） ４ 当会社は、法令に定める監査等委員である取締役の員

数を欠くことになる場合に備え、株主総会において補
欠の監査等委員である取締役を選任することができ
る。

（下線部分は変更箇所を示しております。）
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定款変更議案

現行定款 変更案

（取締役の任期） （取締役の任期）
第22条 取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度

のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
とする。

第22条 取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、
選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のもの
に関する定時株主総会の終結の時までとする。

２ 増員により、または補欠として選任された取締役の任
期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとす
る。

（削除）

（新設） ２ 監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に
終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主
総会の終結の時までとする。

３ 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補
欠として選任された監査等委員である取締役の任期
は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとする。

４ 補欠の監査等委員である取締役の選任決議が効力を有
する期間は、当該決議によって短縮されない限り、選
任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の開始の時までとする。

（代表取締役および役付取締役） （代表取締役および役付取締役）
第23条 当会社は、取締役会の決議によって、代表取締役を選

定する。
第23条 当会社は、取締役会の決議によって、取締役（監査等

委員であるものを除く。）の中から代表取締役を選定
する。

２ 代表取締役は会社を代表し、会社の業務を執行する。 ２ 代表取締役は会社を代表し、会社の業務を執行する。
３ 取締役会は、その決議によって、取締役会長、取締役
社長各１名、取締役副会長、取締役副社長、専務取締
役、常務取締役各若干名を選定することができる。

３ 取締役会は、その決議によって、取締役（監査等委員
であるものを除く。）の中から取締役会長、取締役社
長各１名、取締役副会長、取締役副社長、専務取締
役、常務取締役各若干名を選定することができる。

（取締役会の招集権者および議長） （取締役会の招集権者および議長）
第24条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き取締

役会長が招集し、議長となる。取締役会長に事故があ
るときは、あらかじめ取締役会において定めた順序に
より、他の取締役が招集し、議長となる。

第24条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き取締
役会長が招集し、議長となる。取締役会長に事故があ
るときは、あらかじめ取締役会において定めた順序に
より、他の取締役が招集し、議長となる。

（下線部分は変更箇所を示しております。）
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定款変更議案

現行定款 変更案

（取締役会の招集通知） （取締役会の招集通知）
第25条 取締役会の招集通知は、会日の３日前までに各取締役

および各監査役に対して発するものとする。ただし、
緊急の必要があるときは、この期間を短縮することが
できる。

第25条 取締役会の招集通知は、会日の３日前までに各取締役
に対して発するものとする。ただし、緊急の必要があ
るときは、この期間を短縮することができる。

２ 取締役会は、取締役および監査役の全員の同意がある
ときは、招集手続きを経ないで取締役会を開催するこ
とができる。

２ 取締役会は、取締役の全員の同意があるときは、招集
手続きを経ないで取締役会を開催することができる。

（取締役会の決議の方法） （取締役会の決議の方法）
第26条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席し

た取締役の過半数をもって行う。
第26条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席し

た取締役の過半数をもって行う。

（取締役会の決議の省略） （取締役会の決議の省略）
第27条 当会社は取締役の全員が取締役会の決議事項について

書面または電磁的記録により同意した場合には、当該
決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったもの
とみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの
限りでない。

第27条 当会社は取締役の全員が取締役会の決議事項について
書面または電磁的記録により同意した場合には、当該
決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったもの
とみなす。

（新設） （重要な業務執行の決定の委任）
第28条 当会社は、会社法第399条の13第６項の規定により、

取締役会の決議によって重要な業務執行（同条第５項
各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部または一部
を取締役に委任することができる。

（取締役会の議事録） （取締役会の議事録）
第28条 取締役会における議事の経過の要領およびその結果な

らびにその他法令で定める事項は、議事録に記載また
は記録し、出席した取締役および監査役がこれに記名
押印または電子署名する。

第29条 取締役会における議事の経過の要領およびその結果な
らびにその他法令で定める事項は、議事録に記載また
は記録し、出席した取締役がこれに記名押印または電
子署名する。

（下線部分は変更箇所を示しております。）
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定款変更議案

現行定款 変更案

（取締役会規則） （取締役会規則）
第29条 取締役会に関する事項は、法令または本定款に定める

もののほか、取締役会において定める取締役会規則に
よる。

第30条 取締役会に関する事項は、法令または本定款に定める
もののほか、取締役会において定める取締役会規則に
よる。

（取締役の報酬等） （取締役の報酬等）
第30条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当

会社から受ける財産上の利益（以下「報酬等」とい
う。）は、株主総会の決議によって定める。

第31条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当
会社から受ける財産上の利益（以下「報酬等」とい
う。）は、株主総会の決議によって、監査等委員であ
る取締役とそれ以外の取締役とを区別して定める。

（社外取締役の責任免除） （取締役の責任免除）
第31条 （新設） 第32条 当会社は、会社法第426条第１項の規定により、取締

役（取締役であった者を含む。）の同法第423条第１
項の賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決
議によって免除することができる。

当会社は、会社法第427条第１項の規定により、社外
取締役との間に、同法第423条第１項の賠償責任につ
いて法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任
を限定する契約を締結することができる。ただし、当
該契約に基づく賠償責任の限度額は、同法第425条第
１項各号が定める額の合計額とする。

２ 当会社は、会社法第427条第１項の規定により、取締
役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間
に、同法第423条第１項の賠償責任について法令に定
める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契
約を締結することができる。ただし、当該契約に基づ
く賠償責任の限度額は、同法第425条第１項各号が定
める額の合計額とする。

第５章　監査役および監査役会 （削除）
（監査役および監査役会の設置） （削除）
第32条 当会社は監査役および監査役会を置く。

（監査役の員数） （削除）
第33条 当会社の監査役は、６名以内とする。

（下線部分は変更箇所を示しております。）
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定款変更議案

現行定款 変更案

（監査役の選任） （削除）
第34条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。

２ 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる
株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、
その議決権の過半数をもって行う。

（監査役の選任） （削除）
第35条 監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度

のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
とする。

２ 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された
監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時
までとする。

（常勤の監査役） （削除）
第36条 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定す

る。

（監査役会の招集通知） （削除）
第37条 監査役会の招集通知は、会日の３日前までに各監査役

に対して発するものとする。ただし、緊急の必要があ
るときは、この期間を短縮することができる。

２ 監査役全員の同意があるときは、招集手続きを経ない
で監査役会を開催することができる。

（監査役会の決議の方法） （削除）
第38条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除

き、監査役の過半数をもって行う。

（監査役会の議事録） （削除）
第39条 監査役会における議事の経過の要領およびその結果な

らびにその他法令に定める事項は、議事録に記載また
は記録し、出席した監査役がこれに記名押印または電
子署名する。

（下線部分は変更箇所を示しております。）
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定款変更議案

現行定款 変更案

（監査役会規則） （削除）
第40条 監査役会に関する事項は、法令または本定款に定める

もののほか、監査役会において定める監査役会規則に
よる。

（監査役の報酬等） （削除）
第41条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。

（社外監査役の責任免除） （削除）
第42条 当会社は、会社法第427条第１項の規定により、社外

監査役との間に、同法第423条第１項の賠償責任につ
いて法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任
を限定する契約を締結することができる。ただし、当
該契約に基づく賠償責任の限度額は、同法第425条第
１項各号が定める額の合計額とする。

（新設） 第５章　監査等委員会
（常勤の監査等委員）
第33条 監査等委員会は、その決議によって、常勤の監査等委

員を選定することができる。

（新設） （監査等委員会の招集通知）
第34条 監査等委員会の招集通知は、会日の３日前までに各監

査等委員に対して発する。ただし、緊急の必要がある
ときは、この期間を短縮することができる。

２ 監査等委員の全員の同意があるときは、招集の手続き
を経ないで監査等委員会を開催することができる。

（新設） （監査等委員会の決議の方法）
第35条 監査等委員会の決議は、議決に加わることができる監

査等委員の過半数が出席し、その過半数をもって行
う。

（下線部分は変更箇所を示しております。）
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定款変更議案

現行定款 変更案

（新設） （監査等委員会の議事録）
第36条 監査等委員会における議事の経過の要領およびその結

果ならびにその他法令で定める事項は、議事録に記載
または記録し、出席した監査等委員がこれに記名押印
または電子署名する。

（新設） （監査等委員会規則）
第37条 監査等委員会に関する事項は、法令または本定款のほ

か、監査等委員会において定める監査等委員会規則に
よる。

第６章　会計監査人 第６章　会計監査人
（会計監査人の設置） （削除）
第43条 当会社は会計監査人を置く。

（会計監査人の選任） （会計監査人の選任）
第44条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 第38条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。

（会計監査人の任期） （会計監査人の任期）
第45条 会計監査人の任期は、選任後１年以内に終了する事業

年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時
までとする。

第39条 会計監査人の任期は、選任後１年以内に終了する事業
年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の
時までとする。

２ 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決
議がされなかったときは、当該定時株主総会において
再任されたものとみなす。

２ 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決
議がされなかったときは、当該定時株主総会において
再任されたものとみなす。

（会計監査人の報酬等） （会計監査人の報酬等）
第46条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意

を得て定める。
第40条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の

同意を得て定める。

第７章　計算 第７章　計算
（事業年度） （事業年度）
第47条 当会社の事業年度は、毎年３月１日から翌年２月末日

までとする。
第41条 当会社の事業年度は、毎年３月１日から翌年２月末日

までとする。

（下線部分は変更箇所を示しております。）
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定款変更議案

現行定款 変更案

（新設） （剰余金の配当等の決定機関）
第42条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号

に定める事項については、法令に別段の定めのある場
合を除き、取締役会の決議によって定めることができ
る。

（新設） （剰余金の配当の基準日）
第43条 当会社の期末配当の基準日は、毎年２月末日とする。

２ 当会社の中間配当の基準日は、毎年８月31日とする。
３ 前２項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をするこ
とができる。

（期末配当） （削除）
第48条 当会社は、株主総会の決議によって毎年２月末日の最

終の株主名簿に記載または記録された株主または登録
株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当（以下
「期末配当」という。）を行うことができる。

（中間配当） （削除）
第49条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年８月31日の

最終の株主名簿に記載または記録された株主または登
録株式質権者に対し、会社法第454条第５項に定める
剰余金の配当（以下「中間配当」という。）を行うこ
とができる。

（期末配当等の除斥期間） （期末配当等の除斥期間）
第50条 期末配当および中間配当が、支払開始の日から満３年

を経過しても受領されないときは、当会社はその支払
の義務を免れる。

第44条 期末配当および中間配当が、支払開始の日から満３年
を経過しても受領されないときは、当会社はその支払
の義務を免れる。

２ 未払の期末配当および中間配当には利息をつけない。 ２ 未払の期末配当および中間配当には利息をつけない。

（下線部分は変更箇所を示しております。）
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定款変更議案

現行定款 変更案

（新設） 附則
１ 現行定款第15条（株主総会参考書類等のインターネッ
ト開示とみなし提供）の削除および変更案第16条（電
子提供措置等）の新設は、会社法の一部を改正する法
律（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規
定する改正規定の施行の日である2022年９月１日
（以下「施行日」という。）から効力を生ずるものと
する。

２ 前項の規定にかかわらず、施行日から６か月以内の日
を株主総会の日とする株主総会については、現行定款
第15条はなお効力を有する。

３ 本附則は、施行日から６か月を経過した日または前項
の株主総会の日から３か月を経過した日のいずれか遅
い日後にこれを削除する。

（下線部分は変更箇所を示しております。）
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取締役選任議案

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件

番号 氏名 当社における地位、担当 属性

1 大林　豁史 代表取締役会長 再任
　

2 星野　正則 代表取締役社長 再任
　

3 竹林　基哉 常務取締役 再任
　

4 天間　靖之 常務取締役 再任
　

5 菅野　眞博 取締役 再任

6 合田　知代 取締役 再任

7 関根　一博 取締役 再任

8 河野　雅治 社外取締役 再任 社外
　

独立
　　

9 大塚　　東 社外取締役 再任 社外
　

独立
　　

≪ご参考≫取締役候補者の指名の方針・手続き
取締役候補者については、豊富な経験や専門的な知識、経営判断能力・人格を前提として、重要な業務執行者や主要な事業会社の責任
者などを担う者を指名しております。
取締役候補者は取締役会で審議し、株主総会議案として決定しております。

　当社は、第２号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社に移行し、取
締役全員（10名）は、定款変更の効力発生の時をもって任期満了となります。
　つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）９名の選任をお願いいた
したいと存じます。本議案に係る決議は、第２号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件とし
て、効力を生じるものといたします。
　取締役候補者は、次のとおりであります。
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取締役選任議案

■1 お お

大
ば や し

林
 

　
ひ ろ

豁
ふ み

史（1944年８月４日生)
所有する当社株式の数
6,779,100株

再任

在任年数
１５年

取締役会
出席回数

１１回
／１７回

［略歴ならびに当社における地位および担当］
    1973年    8月 ㈱ボルツ・ジャパン（南インド㈱に商号変

更し、2001年6月日本レストランシステム
㈱と合併）設立代表取締役社長

    1973年    10月 ショウサンレストラン企画㈱（現日本レス
トランシステム㈱）取締役

    1976年    2月 同社代表取締役専務
    1977年    8月 ジャーマンレストランシステム㈱（現日本

レストランシステム㈱）取締役
    1978年    6月 上記ショウサンレストラン企画㈱とジャー

マンレストラン企画㈱が合併して日本レス
トランシステム㈱代表取締役専務　

    1979年    7月 同社代表取締役社長
    2005年    8月 同社代表取締役会長
    2007年    10月 当社代表取締役会長
    2008年    5月 当社取締役
    2016年    5月 当社代表取締役会長（現任）
    2016年    5月 日本レストランシステム㈱代表取締役会長

兼社長（現任）
    2016年    5月 ㈱ドトールコーヒー取締役
    2017年    4月 同社代表取締役会長（現任）　

■重要な兼職の状況
　日本レストランシステム㈱代表取締役会長兼社長
　㈱ドトールコーヒー代表取締役会長
　㈱サンメリー代表取締役会長

　㈱プレミアムコーヒー＆ティー代表取締役会長

■取締役候補者とした理由
大林豁史氏は、2007年10月の当社創業以来取締役に就任、2016年5月より代表取締役会長として企業価値向上を目指し強いリ
ーダーシップを発揮しております。新規ブランドの開発を積極的に行い、当社グループの収益性向上に貢献しており、同氏を適
切な人材と判断したため、引き続き取締役候補者としました。

■2 ほ し

星
の

野
 

　
ま さ

正
の り

則（1959年10月22日生)
所有する当社株式の数
17,300株

再任

在任年数
１５年

取締役会
出席回数

１７回
／１７回

［略歴ならびに当社における地位および担当］
    1983年    4月 ㈱ドトールコーヒー入社
    2000年    6月 同社取締役
    2002年    6月 同社常務取締役
    2004年    6月 同社専務取締役
    2005年    7月 同社取締役副社長　

    2007年    10月 当社取締役
    2008年    5月 当社代表取締役社長(現任)
    2011年    5月 ㈱ドトールコーヒー代表取締役会長
    2013年    5月 日本レストランシステム㈱取締役(現任)
    2017年    4月 ㈱ドトールコーヒー代表取締役社長(現任)　

■重要な兼職の状況
　㈱ドトールコーヒー代表取締役社長
　Ｄ＆Ｎインターナショナル㈱代表取締役社長
　日本レストランシステム㈱取締役

■取締役候補者とした理由
星野正則氏は、2008年５月に代表取締役社長に就任して以来、当社グループの企業価値向上に向け、全社的視点に立ち組織運
営能力を発揮し業務執行しております。当社グループの企業価値向上と持続的成長のために業務執行を行う適切な人材と判断し
たため、引き続き取締役候補者としました。
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取締役選任議案

■3 た け

竹
ば や し

林
 

　
も と

基
や

哉（1966年５月26日生)
所有する当社株式の数
5,700株

再任

在任年数
５年

取締役会
出席回数

１７回
／１７回

［略歴ならびに当社における地位および担当］
    1997年    10月 ㈱ドトールコーヒー入社
    2010年    3月 同社上席執行役員営業統括本部統括本部長
    2014年    5月 同社取締役
    2016年    5月 同社常務取締役
    2017年    5月 当社取締役

　

    2018年    5月 当社常務取締役（現任）
    2018年    5月 ㈱ドトールコーヒー専務取締役(現任)

　

■重要な兼職の状況
　㈱ドトールコーヒー専務取締役

■取締役候補者とした理由
竹林基哉氏は、当社グループにおいて、営業責任者として販路拡大に取り組んで参りました。これまでの経験を活かし当社グル
ープの持続的成長のために業務執行を行う適切な人材と判断したため、引き続き取締役候補者としました。

■4 て ん

天
ま

間
 

　
や す

靖
ゆ き

之（1960年４月28日生)
所有する当社株式の数
24,137株

再任

在任年数
２年

取締役会
出席回数

１７回
／１７回

［略歴ならびに当社における地位および担当］
    1994年    1月 日本レストランシステム㈱入社
    2003年    4月 同社立地開発部部長
    2005年    8月 同社取締役立地開発部部長
    2018年    5月 同社常務取締役立地開発部部長(現任)　

    2020年    5月 当社常務取締役(現任)
    2020年    5月 日本レストランシステム㈱専務取締役(現

任)
　

■重要な兼職の状況
日本レストランシステム㈱専務取締役

■取締役候補者とした理由
天間靖之氏は、当社グループにおいて、店舗開発責任者として多数の新規出店に携わり、事業拡大に取り組んで参りました。こ
れまでの経験を生かし当社グループの業務執行を行う適切な人材と判断したため、引き続き取締役候補者としました。
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取締役選任議案

■5 か ん

菅
の

野
 

　
ま さ

眞
ひ ろ

博（1959年１月23日生)
所有する当社株式の数
7,200株

再任

在任年数
６年

取締役会
出席回数

１７回
／１７回

［略歴ならびに当社における地位および担当］
    1979年    8月 ㈱ドトールコーヒー入社
    2008年    3月 同社上席執行役員商品生産統括本部統括本

部長
    2014年    5月 同社取締役

　

    2015年    12月 ㈱プレミアムコーヒー&ティー代表取締役社
長（現任）

    2016年    5月 当社取締役（現任）
    2018年    5月 ㈱サンメリー代表取締役社長（現任）
    2018年    5月 ㈱ドトールコーヒー常務取締役（現任）

　
■重要な兼職の状況
　㈱サンメリー代表取締役社長
　㈱プレミアムコーヒー＆ティー代表取締役社長
　㈱ドトールコーヒー常務取締役

■取締役候補者とした理由
菅野眞博氏は、当社グループにおいて、コーヒー調達・焙煎製造および品質管理の向上に取り組んで参りました。当社グループ
のコーヒー調達・焙煎製造担当として業務執行を行う適切な人材と判断したため、引き続き取締役候補者としました。

■6 ご う

合
だ

田
 

　
と も

知
よ

代（1970年９月８日生)
所有する当社株式の数
10,017株

再任

在任年数
６年

取締役会
出席回数

１７回
／１７回

［略歴ならびに当社における地位および担当］
    1994年    4月 日本レストランシステム㈱入社
    2005年    8月 日本レストランコンフェクショナリー㈱

(2009年2月日本レストランシステム㈱と合
併) 取締役

    2008年    4月 同社常務取締役
    2008年    8月 Ｄ＆Ｎコンフェクショナリー㈱取締役　

    2013年    5月 日本レストランシステム㈱取締役
    2016年    5月 当社取締役（現任）
    2016年    5月 Ｄ＆Ｎコンフェクショナリー㈱常務取締役
    2018年    5月 Ｄ＆Ｎコンフェクショナリー㈱代表取締役

社長（現任）
    2018年    5月 日本レストランシステム㈱常務取締役

（現任）　
■重要な兼職の状況
　Ｄ＆Ｎコンフェクショナリー㈱代表取締役社長
　日本レストランシステム㈱常務取締役

■取締役候補者とした理由
合田知代氏は、当社グループにおいて、洋菓子製造および商品開発の責任者として収益力向上に取り組んで参りました。これま
での経験を活かし、また女性としての視点、感性を活かした業務執行を行う適切な人材と判断したため、引き続き取締役候補者
としました。

22



2022/04/21 17:15:36 / 21824425_株式会社ドトール・日レスホールディングス_招集通知

取締役選任議案

■7 せ き

関
ね

根
 

　
か ず

一
ひ ろ

博（1965年11月17日生)
所有する当社株式の数
4,100株

再任

在任年数
４年

取締役会
出席回数

１７回
／１７回

［略歴ならびに当社における地位および担当］
    2007年    1月 ㈱ドトールコーヒー入社
    2010年    4月 同社管理統括本部広報部部長
    2010年    12月 当社広報IR部長
    2015年    3月 ㈱ドトールコーヒー管理統括本部長(現任)　

    2017年    5月 同社取締役(現任)
    2018年    5月 当社取締役(現任)

■重要な兼職の状況
　㈱ドトールコーヒー取締役

■取締役候補者とした理由
関根一博氏は、当社および当社グループにおいて、広報・ＩＲの責任者として持続的な企業価値向上を推進すべく取り組んで参
りました。また、㈱ドトールコーヒー取締役管理統括本部長として管理体制の強化に取り組んで参りました。これまでの経験を
活かし業務執行を行う適切な人材と判断したため、引き続き取締役候補者としました。

■8 こ う

河
の

野
 

　
ま さ

雅
は る

治（1948年12月21日生)
所有する当社株式の数

1,200株

再任

社外

独立

在任年数
７年

取締役会
出席回数

１６回
／１７回

［略歴ならびに当社における地位および担当］
    1973年    4月 外務省入省
    2001年    4月 在ロサンゼルス日本総領事館総領事
    2005年    8月 総合外交政策局長
    2007年    1月 外務審議官（経済担当）
    2009年    4月 駐ロシア連邦特命全権大使
    2011年    3月 駐イタリア特命全権大使

　

    2014年    3月 2020年東京オリンピック・パラリンピック
組織委員会理事

    2014年    9月 日本国政府代表
    2015年    5月 当社社外取締役（現任）
    2015年    6月 ㈱三井住友フィナンシャルグループ社外取

締役（現任）
　

■重要な兼職の状況
　㈱三井住友フィナンシャルグループ社外取締役

■社外取締役候補者とした理由および社外取締役に選任された場合に果たすことが期待される役割の概要
河野雅治氏は、社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、外交官としての豊富な経験と国際情
勢に関する専門的かつ幅広い知見を有しており、取締役会において適時適切な意見・提言を行っていただいております。同氏が
当社の経営を監督する適切な人材と判断したため、引き続き社外取締役候補者としました。
同氏には、当社におけるグローバル視点でのグループガバナンスおよび監督機能の充実・強化に貢献いただくとともに、独立し
た立場で当社の経営を監視・監督いただくことを期待しております。
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取締役選任議案

■9 お お

大
つ か

塚
 

　
 

　
あ ず ま

東（1945年３月８日生）
所有する当社株式の数
1,400株

再任

社外

独立

在任年数
５年

取締役会
出席回数

１７回
／１７回

［略歴ならびに当社における地位および担当］
    1968年    4月 ㈱三菱銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
    1993年    6月 同行新橋支店長
    1995年    4月 同行公務部長
    1997年    4月 日本電子㈱入社
    1997年    6月 同社常務取締役

　

    2001年    6月 同社専務取締役
    2005年    6月 同社取締役副社長
    2006年    6月 同社代表取締役兼副社長執行役員
    2009年    5月 日本電子テクニクス㈱取締役会長
    2017年    5月 当社社外取締役（現任）

　
■重要な兼職の状況
　－

■社外取締役候補者とした理由および社外取締役に選任された場合に果たすことが期待される役割の概要
大塚東氏は、金融機関での実績や企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。これまでの経験を基に取締役
会において幅広い観点から意見・提言を行っていただいております。同氏が当社の経営を監督する適切な人材と判断したため、
引き続き社外取締役候補者としました。
同氏には、金融機関での実績やマネジメントに関する幅広い経験と見識で、当社のコーポレートガバナンスの充実・強化に貢献
いただくとともに、独立した立場で当社の経営を監視・監督いただくことを期待しております。

(注) 1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 河野雅治および大塚東の両氏は、現在当社の社外取締役であります。当社は両氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指

定し、同取引所に届け出ております。両氏が再任された場合は、当社は引き続き両氏を独立役員とする予定であります。
3. 社外取締役との責任限定契約についての内容の概要は、以下のとおりであります。当社は、河野雅治氏および大塚東氏との間で当該契約を締

結しております。両氏の再任が承認された場合、両氏との間の当該契約を継続する予定であります。
その契約内容の概要は次のとおりであります。
・会社法第423条第１項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任の限度額を同法第425条第１項各号が定める額

の合計額とします。
4. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険（以下「Ｄ＆Ｏ保険」という。）契約を保険会社との間で締結しており、

これにより、取締役・監査役等が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害（ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当
するものを除く。）等を填補することとしております。なお、Ｄ＆Ｏ保険の保険料は、全額を当社が負担しております。各候補者が取締役に
選任され就任した場合には、いずれの取締役もＤ＆Ｏ保険の被保険者となる予定であります。Ｄ＆Ｏ保険の契約期間は、１年間であり、当該
期間の満了前に取締役会において決議のうえ、これを更新する予定であります。
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監査等委員である取締役選任議案

第4号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

番号 氏名 当社における地位、担当 属性

1 橋本　邦夫 取締役 新任
　

2 浅井　廣志 社外監査役 新任 社外 独立
　

3 松本　省藏 社外監査役 新任 社外 独立
　

■1 は し

橋
も と

本
 

　
く に

邦
お

夫（1947年11月16日生)
所有する当社株式の数
9,505株

新任

在任年数
－年

取締役会
出席回数

１７回
／１７回

［略歴ならびに当社における地位および担当］
    1973年    4月 日本航空㈱入社
    2000年    2月 同社マイレージセンター部長
    2002年    7月 同社オーストラリア地区代表駐在員
    2006年    7月 ㈱ＪＡＬセールス北海道代表取締役社長
    2007年    10月 日本レストランシステム㈱監査役　

    2010年    1月 同社海外事業部長（現任）
    2013年    5月 当社取締役（現任）
    2013年    5月 Ｄ＆Ｎインターナショナル㈱取締役（現

任）
　

■重要な兼職の状況
　Ｄ＆Ｎインターナショナル㈱取締役

■監査等委員である取締役候補者とした理由
橋本邦夫氏は、海外地域での事業展開や企業経営者の経験を有し、当社取締役として業務執行をしてきました。今後は監査等委
員として、企業経営の豊富な知識と経験を活かして、客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査できると判断し、監査
等委員である取締役候補者としました。同氏には、当社におけるグローバル視点でのグループガバナンス及び監督機能の充実・
強化に貢献いただくとともに、当社の経営を監視・監督いただくことを期待しております。

　当社は、第２号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社に移行いたし
ます。
　つきましては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、本議案につきまして
は、監査役会の同意を得ております。本議案に係る決議は、第２号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効
力発生を条件として、効力を生じるものといたします。
　監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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監査等委員である取締役選任議案

■2 あ さ

浅
い

井
 

　
ひ ろ

廣
し

志（1947年６月10日生)
所有する当社株式の数
1,687株

新任

社外

独立

［略歴ならびに当社における地位］
    1971年    7月 運輸省（現国土交通省）入省
    1991年    7月 同省運輸政策局消費者行政課長
    1994年    7月 日本鉄道建設公団総務部長
    2000年    6月 海上保安庁次長　

    2006年    6月 日本貨物鉄道㈱専務取締役
    2009年    6月 日本フレートライナー㈱代表取締役社長
    2015年    6月 ㈱浅井相談役（現任）
    2017年    5月 当社社外監査役（現任）　

■重要な兼職の状況
　－
■監査等委員である社外取締役候補者とした理由および社外取締役に選任された場合に果たすことが期待される役割
浅井廣志氏は、運輸省（現 国土交通省）に於ける各分野において重要ポストを歴任されており、また企業経営者として豊富な経
験を有し、取締役会において意見・提言を行っていただいております。今後も会社の業務執行の適法性や妥当性を的確に監査頂
けると判断したため、監査等委員である取締役候補者としました。同氏には企業経営者での豊富な経験と見識で、当社のコーポ
レートガバナンスの強化に貢献いただくとともに、独立した立場で当社の経営を監視・監督いただくことを期待しております。

■3 ま つ

松
も と

本
 

　
せ い

省
ぞ う

藏（1947年１月10日生)
所有する当社株式の数
600株

新任

社外

独立

［略歴ならびに当社における地位］
    1970年    4月 厚生省（現厚生労働省）入省
    1985年    8月 同省　大臣官房　広報室長

1990年  6月 同省　社会局　施設課長
1994年  9月 環境庁（現環境省）長官官房　秘書課長
1996年  7月 厚生省　大臣官房審議官（年金担当）　

2001年  7月 環境省　大臣官房長
2004年  7月 地球環境審議官

    2009年    9月 国民年金基金連合会理事長
2019年  5月 当社社外監査役（現任）　

■重要な兼職の状況
　－
■監査等委員である社外取締役候補者とした理由および社外取締役に選任された場合に果たすことが期待される役割
松本省藏氏は、厚生労働省や環境省での長年の経験があり、労務や環境ならびにＳＤＧｓに関する知見を有し、これまでの経験
を基に取締役会において意見・提言を行っていただいております。今後も会社の業務執行の適法性や妥当性を的確に監査頂ける
ものと判断したため、監査等委員である取締役候補者としました。同氏にはＳＤＧｓに関する豊富な見識で、当社のコーポレー
トガバナンスの強化に貢献いただくとともに、独立した立場で当社の経営を監視・監督いただくことを期待しております。

(注) 1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 浅井廣志および松本省藏の両氏は、社外取締役候補者であります。
3. 取締役候補者浅井廣志および松本省藏の両氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、両氏が就任された

場合は、独立役員とする予定であります。
4. 社外取締役との責任限定契約についての内容の概要は、以下のとおりであります。

当社は、浅井廣志および松本省藏の両氏が選任された場合、当社は両氏との間で当該契約を締結する予定であります。その契約内容の概要は
次のとおりであります。
・会社法第423条第１項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任の限度額を同法第425条第１項各号が定める額

の合計額とします。
5. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険（以下「Ｄ＆Ｏ保険」という。）契約を保険会社との間で締結しており、

これにより、取締役が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害（ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを
除く。）等を填補することとしております。なお、Ｄ＆Ｏ保険の保険料は、全額を当社が負担しております。各候補者が取締役に選任され就
任した場合には、いずれの取締役もＤ＆Ｏ保険の被保険者となる予定であります。Ｄ＆Ｏ保険の契約期間は、１年間であり、当該期間の満了
前に取締役会において決議のうえ、これを更新する予定であります。
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補欠の監査等委員である取締役選任議案

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役２名選任の件

■1 お お

大
つ か

塚
 

　
 

　
あ ず ま

東（1945年３月８日生）
所有する当社株式の数
1,400株

新任

社外

独立

在任年数
－年

取締役会
出席回数

１７回
／１７回

［略歴ならびに当社における地位および担当］
    1968年    4月 ㈱三菱銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
    1993年    6月 同行新橋支店長
    1995年    4月 同行公務部長
    1997年    4月 日本電子㈱入社
    1997年    6月 同社常務取締役

　

    2001年    6月 同社専務取締役
    2005年    6月 同社取締役副社長
    2006年    6月 同社代表取締役兼副社長執行役員
    2009年    5月 日本電子テクニクス㈱取締役会長
    2017年    5月 当社社外取締役（現任）

　
■重要な兼職の状況
　－

■補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由および社外取締役に選任された場合に果たすことが期待される役割の概
要
大塚東氏は、金融機関での実績や企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。これまでの経験を基に取締役
会において幅広い観点から意見・提言を行っていただいております。同氏が当社の経営を監督する適切な人材と判断したため、
引き続き社外取締役候補者としました。
同氏には、金融機関での実績やマネジメントに関する幅広い経験と見識で、当社のコーポレートガバナンスの充実・強化に貢献
いただくとともに、独立した立場で当社の経営を監視・監督いただくことを期待しております。

　当社は、第２号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社に移行いたし
ます。
　つきましては、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員であ
る取締役２名の選任をお願いいたしたいと存じます。就任の順位は大塚東氏を第１順位とし、河野雅治氏を第２順位
といたします。また、就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことが
できるものとします。
　なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
　本議案に係る決議は、第２号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じる
ものといたします。
　補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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補欠の監査等委員である取締役選任議案

■2 こ う

河
の

野
 

　
ま さ

雅
は る

治（1948年12月21日生)
所有する当社株式の数
1,200株

新任

社外

独立

在任年数
－年

取締役会
出席回数

１６回
／１７回

［略歴ならびに当社における地位および担当］
    1973年    4月 外務省入省
    2001年    4月 在ロサンゼルス日本総領事館総領事
    2005年    8月 総合外交政策局長
    2007年    1月 外務審議官（経済担当）
    2009年    4月 駐ロシア連邦特命全権大使
    2011年    3月 駐イタリア特命全権大使

　

    2014年    3月 2020年東京オリンピック・パラリンピック
組織委員会理事

    2014年    9月 日本国政府代表
    2015年    5月 当社社外取締役（現任）
    2015年    6月 ㈱三井住友フィナンシャルグループ社外取

締役（現任）
　

■重要な兼職の状況
　㈱三井住友フィナンシャルグループ社外取締役

■補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由および社外取締役に選任された場合に果たすことが期待される役割の概
要
河野雅治氏は、社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、外交官としての豊富な経験と国際情
勢に関する専門的かつ幅広い知見を有しており、取締役会において適時適切な意見・提言を行っていただいております。同氏が
当社の経営を監督する適切な人材と判断したため、引き続き社外取締役候補者としました。
同氏には、当社におけるグローバル視点でのグループガバナンスおよび監督機能の充実・強化に貢献いただくとともに、独立し
た立場で当社の経営を監視・監督いただくことを期待しております。

(注) 1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 大塚東氏は、第３号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件」が原案どおり承認された場合、取締役（監査等委員で
ある取締役を除く。）に就任予定ですが、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合には、取締役（監査等委員であ
る取締役を除く。）を辞任し、監査等委員である取締役に就任する予定です。

3. 河野雅治氏は、第３号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件」が原案どおり承認された場合、取締役（監査等委員
である取締役を除く。）に就任予定ですが、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合には、取締役（監査等委員で
ある取締役を除く。）を辞任し、監査等委員である取締役に就任する予定です。

4. 河野雅治および大塚東の両氏は、現在当社の社外取締役であります。当社は両氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指
定し、同取引所に届け出ております。両氏が監査等委員である社外取締役に就任した場合は、当社は引き続き両氏を独立役員とする予定であ
ります。

5. 当社は、河野雅治氏および大塚東氏との間で責任限定契約を締結しております。両氏が監査等委員である取締役に就任した場合、両氏との間
の当該契約を継続する予定であります。
その契約内容の概要は次のとおりであります。
・会社法第423条第１項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任の限度額を同法第425条第１項各号が定める額
の合計額とします。

6. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険（以下「Ｄ＆Ｏ保険」という。）契約を保険会社との間で締結しており、
これにより、取締役・監査役等が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害（ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当
するものを除く。）等を填補することとしております。なお、Ｄ＆Ｏ保険の保険料は、全額を当社が負担しております。各候補者が監査等委
員である取締役に就任した場合は、いずれの取締役もＤ＆Ｏ保険の被保険者となる予定であります。Ｄ＆Ｏ保険の契約期間は、１年間であ
り、当該期間の満了前に取締役会において決議のうえ、これを更新する予定であります。
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定議案

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件

　当社は、第２号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社に移行いたし
ます。
　当社の取締役の報酬額は、平成20年５月29日開催の第１期定時株主総会において年額３億6,000万円以内（うち
社外取締役分年額2,000万円以内）とご承認いただき今日に至っておりますが、監査等委員会設置会社への移行に伴
い、これを廃止したうえで新たに取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を定めることとし、従前
ご承認いただいた取締役の報酬額も踏まえて、年額３億6,000万円以内（うち社外取締役分年額2,000万円以内）と
させていただきたいと存じます。なお、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額には、使用人兼務
取締役の使用人分給与は含まないものといたします。
　本議案の内容は、監査等委員会設置会社への移行後、会社法第361条第7項の定めに従い、取締役会の決議により
決定することを予定しております取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容についての決
定に関する方針にも合致するものであり、当社が任意に設置しております報酬委員会の助言を得たうえで決定したも
のであり、その内容は相当であると判断しております。
　現在の取締役は10名（うち社外取締役２名）であり、第２号議案「定款一部変更の件」および第３号議案「取締
役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、取締役（監査等委員であ
る取締役を除く。）は９名（うち社外取締役２名）となります。
　本議案に係る決議は第２号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるも
のといたします。
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監査等委員である取締役の報酬額設定議案

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

　当社は、第２号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社に移行いたし
ます。
　つきましては、監査等委員会設置会社への移行に伴い、従前ご承認いただいた監査役の報酬額も考慮し、監査等委
員である取締役の報酬等の額を年額１億2,000万円以内とさせていただきたいと存じます。
　本議案は、監査等委員である取締役の職務と責任および監査等委員である取締役の報酬額の水準等を総合的に勘案
して、監査等委員である取締役の報酬枠を決定したものであり、その内容は相当であると判断しております。
　第２号議案「定款一部変更の件」および第４号議案「監査等委員である取締役３名選任の件」が原案どおり承認可
決されますと、監査等委員である取締役は３名となります。
　本議案に係る決議は第２号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるも
のといたします。
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取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定議案

第8号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）
に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

　当社は、2020年5月25日開催の第13期定時株主総会において、年額３億6,000万円以内（うち社外取締役分年額
2,000万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）の取締役の報酬額とは別枠として、取締
役（社外取締役を除く。）に対し、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権を、年額2億円以内（ただ
し、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。
　第２号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、当社は監査等委員会設置会社に移行いたしま
す。つきましては、中長期的な企業価値および株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、
株式との価値共有をより一層促進するための報酬体系を構築することを目的として、第6号議案「取締役（監査等委
員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件とは別枠として、改めて、取締役（監査等委員である取締役および
社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。）に対して、譲渡制限付株式を割り当てることにつきご承認をお願
いするものであります。
　本議案に基づき、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額
2億円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）として、各取締役に対する具体的金額、支給
の時期等の決定は取締役会において決定することといたします。なお、監査等委員である取締役および社外取締役に
対しては、譲渡制限付株式の付与のための報酬は支給しないものといたします。
　本議案の内容は、監査等委員会設置会社への移行後、会社法第361条第7項の定めに従い、取締役会の決議により
決定することを予定しております取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容についての決
定に関する方針にも合致するものであり、また、上記の目的や第13期定時株主総会においてご承認いただいた金額
を踏まえて、当社が任意に設置しております報酬委員会の助言を得たうえで決定したものであり、その内容は相当で
あると判断しております。
　現在の監査等委員会設置会社移行前の当社の社外取締役を除く取締役は８名でありますが、第2号議案「定款一部
変更の件」および第3号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件」が原案どおり承認可決さ
れますと、監査等委員会設置会社へ移行した後の対象取締役は7名となります。また、対象取締役は、当社の取締役
会決議に基づき、本議案により支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式につい
て発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年110,000株以内（た
だし、本議案が承認可決された日以降、当社の普通株式の株式分割（当社の普通株式の無償割当てを含む。）又は株
式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由
が生じた場合には、当該総数を、合理的な範囲で調整する。）といたします。なお、その１株当たりの払込金額は各
取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値（同日に取引が成立していない
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取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定議案

場合は、それに先立つ直近取引日の終値）を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とな
らない範囲において、取締役会において決定します。また、これによる当社の普通株式の発行又は処分に当たって
は、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約（以下「本割当契約」という。）を締結
するものとします。
　本議案に係る決議は第2号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるも
のといたします。

⑴ 譲渡制限期間
対象取締役は、本割当契約により割当を受けた日より、当社の取締役会が予め定める地位を退任又は退職する時点ま
での間（以下「譲渡制限期間」という。）、本割当契約により割当を受けた当社の普通株式（以下「本割当株式」と
いう。）について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない（以下「譲渡制限」という。）。
⑵ 退任又は退職時の取扱い
対象取締役が当社の取締役会が予め定める期間（以下「役務提供期間」という。）の満了前に当社の取締役会が予め
定める地位を退任又は退職した場合には、その退任又は退職につき、死亡その他の正当な理由がある場合を除き、当
社は、本割当株式を当然に無償で取得する。
⑶ 譲渡制限の解除
上記⑴の定めにかかわらず、当社は、対象取締役が、役務提供期間中、継続して、当社の取締役会が予め定める地位
にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除す
る。ただし、当該対象取締役が、死亡その他の正当な理由により、役務提供期間が満了する前に当社の取締役会が予
め定める地位を退任又は退職した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必
要に応じて合理的に調整するものとする。また、当社は、上記の規定に従い譲渡制限が解除された直後の時点におい
て、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
⑷ 組織再編等における取扱い
上記⑴の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる
株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関し
て当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会）で承認された場合には、当社の取締役会
の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割
当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。また、当社は、上記に規定する場
合、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
⑸ その他の事項
本割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものとする。
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（ご参考）スキルマトリクス

氏名 役職・役割 専門性

企業経営 営業・
マーケティング 立地開発 メニュー開発 財務会計

Ｍ＆Ａ
法務・

ガバナンス 国際性 ESG・サステ
ナビリティ

大林　豁史 代表取締役会長 ● ● ● ● ● ●

星野　正則 代表取締役社長 ● ● ● ● ● ●

竹林　基哉 常務取締役 ● ● ●

天間　靖之 常務取締役 ● ● ●

菅野　眞博 取締役 ● ● ●

合田　知代 取締役 ● ● ●

関根　一博 取締役 ● ● ●

河野　雅治 社外取締役 ● ●

大塚　東 社外取締役 ● ●

橋本　邦夫 取締役（監査等委
員） ● ●

浅井　廣志 社外取締役（監査
等委員） ● ●

松本　省藏 社外取締役（監査
等委員） ● ●

（ご参考）スキルマトリクス
　取締役候補者の知識・経験・能力等を一覧化したスキルマトリクスは次のとおりです。

※上記一覧表は、候補者の有するすべての知見等を表すものではありません。
以　上
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当連結会計年度の事業の状況

事業報告（2021年３月１日から2022年２月28日まで）

1 企業集団の現況に関する事項

60.5%

ドトールコーヒー
グループ34.3%

日本レストラン
システムグループ

【売上高構成比】

5.2%
その他 109,363百万円（13.8%増）

■売上高

　
△1,783百万円（－）

■営業損失

　

△1,478百万円（－）
■経常損失

　 1,221百万円（－）
■親会社株主に帰属する当期純利益

　

提供書面

(1) 当連結会計年度の事業の状況
① 事業の経過および成果

当連結会計年度（2021年3月1日～2022年2月28日）におけるわが国経済は、一昨年来続く新型コロナウイル
スによるまん延防止等重点措置や緊急事態宣言が断続的に発令され、無観客での東京オリンピックの開催など、外
出の自粛が常態化しました。そのような状況でも、10月の緊急事態宣言解除以降徐々に経営数値は改善、秋口か
ら年末にむけて回復傾向が見られましたが、年明けからまん延防止等重点措置が再度発令され、消費低迷が長引く
ことは避けられない見通しとなっております。
　外食業界におきましては、新型コロナウイルスがもたらした経営環境の変化は、常識をすべて覆し、過去と比較
できないほど大きな影響を受けることとなりました。店舗においては、政府の緊急事態宣言に伴い、お客様や店舗
スタッフの安全を第一に、営業自粛や営業時間の短縮など多くの店舗が通常の営業活動を控えることとなりまし
た。また営業を開始した店舗においては、感染拡大防止策を実施し、営業を再開したものの、在宅勤務の増加や消
費者の不要不急の外出自粛は継続し、外食から内食への急激なシフトも見受けられ、経営環境はより一層厳しくな
り、予断を許さない状況が継続しております。
　このような状況のもとで、当社グループは、「外食業界におけるエクセレント・リーディングカンパニー」の地
位確立を目指し、立地を厳選してグループ全体で82店舗（直営店58店舗、加盟店20店舗、海外４店舗）を新規出
店しました。
　既存事業においては、ブランド価値向上を目指した店舗改装を推進したほか、店舗におけるテイクアウトメニュ
ーや売店商品の拡充、また量販店などを中心とした卸売事業の拡大など、消費の変化にあわせた取組みを優先実施
しました。また、物流や購買の見直しを図り、業務の効率化を推進するとともに、徹底した管理コストの削減な
ど、事業基盤の安定強化に努めました。
　昨年は多くの店舗を臨時休業した期間があり売上高は昨年比で大きく改善、また時短協力金など政府・自治体か
らの助成金収入を特別利益に計上し、一部の店舗においては減損損失を計上しましたが親会社株主に帰属する当期
純利益は大きく改善したものの、コロナ禍において根本的な改善には至っていない状況となっております。
　以上の結果、当連結会計年度における業績は、売上高1,093億63百万円（前期比13.8％増）、営業損失17億83
百万円（前期営業損失43億19百万円）、経常損失14億78百万円（前期経常損失41億77百万円）、親会社株主に
帰属する当期純利益12億21百万円（前期親会社株主に帰属する当期純損失109億79百万円）となりました。
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当連結会計年度の事業の状況

　日本レストランシステムグループでは、前期に引き続き新型コロナウイ
ルス感染拡大防止に伴う、ショッピングセンター等の休館、営業時間の短
縮などにより、営業活動を控えた状況でありました。
　新規出店につきましては、「星乃珈琲店」や「サロン卵と私」、健康志
向の高まりや巣ごもり需要などのニーズを捉えた「自然食品 Ｆ＆Ｆ」、
また地方圏のロードサイドへの出店など10ブランド合計44店舗を積極的
に出店し、店舗網の拡大に努めました。その結果、「星乃珈琲店」の店舗
数は、2022年２月末時点で国内においては282店舗となり、うち加盟店
は39店舗となりました。
　商品戦略につきましては、引き続き、季節に合わせたメニューの導入を
始めとしたマーケティング力の強化に努め、既存ブランド、新規ブランド
ともに商品力を高めることでお客様にご満足頂ける商品を提供すると同時
に、多ブランド展開における効率化を考慮した商品開発を実施し、原価管
理を徹底しております。
　しかしながら、売上高は昨年比で改善し、また政府・自治体からの助成
金などもあったものの、コロナ禍において根本的な改善には至っていない
状況となっております。
　以上の結果、日本レストランシステムグループにおける売上高は375億
21百万円、営業損失は15億63百万円となりました。

37,521百万円

日本レストランシステムグループ
売上高

（前期比13.9%増）

32,938

第14期
（2021年２月期）

37,521

第15期
（2022年２月期）

（単位：百万円）売上高

山梨県昭和町にオープンした
【洋麺屋 五右衛門】

愛知県名古屋市にオープンした
【Cheeseとはちみつ】

大阪府道頓堀にオープンした
【星乃珈琲店】

　企業集団の事業区分別の概況は次のとおりであります。
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当連結会計年度の事業の状況

ドトールコーヒーグループの小売事業及びフランチャイズ事業において
は、一部店舗が休業や営業時間の短縮となり、通常の営業活動を控える結
果となりました。

当期においては、引続き感染防止策を講じつつ、改装をはじめとした魅
力ある店舗作りに努め、テイクアウトメニューの拡充や売店商品の拡大策
などに取組みました。

ドトールコーヒーショップでは、新規顧客の獲得やランチ需要の対応を
図るため、ビジネス立地や商業施設などにプレートメニューをテスト導入
し、エクセルシオール カフェでも、全店でライスメニューを導入致しま
した。お客様から大変ご好評を頂いたことから、ドトールコーヒーショッ
プでは導入店舗も拡大し、新たな人気メニューのひとつとして継続して販
売を行ってまいります。また、各種キャッシュレスでのキャンペーンを継
続して実施することで、お客様へのお得感や利便性を高めるとともに、お
近くに店舗のないお客様にも、ドトールの美味しいコーヒーをいつでもど
こでもお楽しみ頂けるように「ドトール　オンラインショップ」を開設
し、大きな反響を頂きました。

卸売事業においては、ドリップコーヒーやインスタントコーヒーなど、
通信販売や量販店での販売を拡大、巣ごもり消費に合わせた新商品の投入
に注力し、新たな商品の開発・販売を展開したほか、新たなチャネルとし
て、自動販売機における缶コーヒーの販売を開始するなど、引き続き業容
拡大に努めました。

しかしながら、売上高は昨年比で改善し、また政府・自治体からの助成
金などもあり、当期純利益は大きく改善したものの、コロナ禍において原
価の上昇も加わり、根本的な改善には至っていない状況となっておりま
す。
　以上の結果、ドトールコーヒーグループにおける売上高は661億46百
万円、営業損失は７億65百万円となりました。

66,146百万円

ドトールコーヒーグループ
売上高

（前期比13.8%増）

58,128

第14期
（2021年２月期）

66,146

第15期
（2022年２月期）

（単位：百万円）売上高

元住吉にオープンした
城南信用金庫とのコラボ店舗

“カフェでもしっかり食べたい”の声に
お応えした「エクセごはん」 脱プラスチックやフードロス対策の一例
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当連結会計年度の事業の状況

　その他の事業は、主に国内および海外における外食事業に係る小売およ
び卸売りに関する事業で、洋菓子製造卸のＤ＆Ｎコンフェクショナリーお
よびベーカリーのサンメリーならびに海外子会社の店舗・卸売事業となり
ます。
　売上高は56億95百万円、営業利益は５億46百万円となりました。

5,695百万円

その他
売上高

（前期比12.2%増）

5,074

第14期
（2021年２月期）

5,695

第15期
（2022年２月期）

（単位：百万円）売上高

台湾　新光三越台北天母店にオープンした
【星乃珈琲店】

千葉県柏市にオープンした
【コッペ田島】　

② 設備投資の状況
　当連結会計年度中の設備投資の総額は45億26百万円であり、その主なものは新規出店資金および既存店舗改装
費等であります。
　なお、上記の設備投資資金は自己資金を充当いたしました。
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直前3事業年度の財産及び損益の状況

第12期
（2019年２月期）

129,216

第13期
（2020年２月期）

131,193

第14期
（2021年２月期）

96,141

第15期
（2022年２月期）

109,363

（単位：百万円）売上高

第12期
（2019年２月期）

10,271

第13期
（2020年２月期）

10,287

△1,478

第14期
（2021年２月期）

△4,177

第15期
（2022年２月期）

（単位：百万円）経常利益又は経常損失（△）

第12期
（2019年２月期）

5,915

第13期
（2020年２月期）

6,058

1,221

第14期
（2021年２月期）

△10,979
第15期

（2022年２月期）

（単位：百万円）親会社株主に帰属する当期純利益又は当期純損失（△）

第12期
（2019年２月期）

125,209

101,582

第13期
（2020年２月期）

131,042

106,139

第14期
（2021年２月期）

115,246

94,000

第15期
（2022年２月期）

118,227

94,109

（単位：百万円）総資産/純資産

133.89

第12期
（2019年２月期）

137.13
27.63

第13期
（2020年２月期）

△248.38

第14期
（2021年２月期）

第15期
（2022年２月期）

（単位：円）1株当たり当期純利益又は当期純損失（△）

第12期
（2019年２月期）

2,295.67

第13期
（2020年２月期）

2,397.94

第14期
（2021年２月期）

2,121.04

第15期
（2022年２月期）

2,122.66

（単位：円）1株当たり純資産

第12期
（2019年２月期）

第13期
（2020年２月期）

第14期
（2021年２月期）

第15期
（当連結会計年度）
（2022年２月期）

売上高 (百万円) 129,216 131,193 96,141 109,363
経常利益又は経常損失
（△） (百万円) 10,271 10,287 △4,177 △1,478
親会社株主に帰属する当期純利益
又は当期純損失（△） (百万円) 5,915 6,058 △10,979 1,221
1株当たり当期純利益又
は当期純損失（△） (円) 133.89 137.13 △248.38 27.63

総資産 (百万円) 125,209 131,042 115,246 118,227
純資産 (百万円) 101,582 106,139 94,000 94,109
1株当たり純資産 (円) 2,295.67 2,397.94 2,121.04 2,122.66

(2) 直前3事業年度の財産および損益の状況
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重要な親会社及び子会社の状況

会社名 資本金
（百万円）

当社の議決権比率
（％） 主要な事業内容

株式会社ドトールコーヒー 11,141 100.0 コーヒーの焙煎加工ならびに販売

日本レストランシステム株式会社 3,505 100.0 多業態レストランチェーンの経営

Ｄ＆Ｎコンフェクショナリー株式会社 80 100.0 洋菓子の製造および卸販売

株式会社サンメリー 50 100.0 パンの製造および販売

Ｄ＆Ｎインターナショナル株式会社 50 100.0 海外飲食事業の統括

株式会社プレミアムコーヒー＆ティー 20 100.0 高級コーヒーと紅茶の輸入および販売

会社名 住所 帳簿価額の合計額
株式会社ドトールコーヒー 東京都渋谷区神南一丁目10番1号 33,727百万円

日本レストランシステム株式会社 東京都渋谷区猿楽町10番11号 26,622百万円

(3) 重要な親会社および子会社の状況
① 親会社の状況
　該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

③ 特定完全子会社に関する事項

(注) 当事業年度末日における当社の総資産額は、65,412百万円であります。
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対処すべき課題

(4) 対処すべき課題
　日本経済を取り巻く環境は、一昨年に続き新型コロナウイルスの感染症拡大と経済活動の抑制が継続しており、ワ
クチンの普及などによる経済の自律的な回復は依然不透明であります。また、ウクライナ危機に端を発した世界的な
物価高に見舞われ、消費者の生活防衛意識はさらに強くなると思われます。
　外食産業を取り巻く環境につきましては、政府・各自治体による営業自粛要請による行動規制の強化や、生活様式
の変化による外食機会の減少も継続していることから、依然厳しい状況に変化はない見通しとなっております。
　このような環境下、当社グループではリ・ブランディングや新商品の開発を含めた商品力のアップ、新規出店、新
業態開発のほか、フランチャイズ・ビジネスなどグループのノウハウの共有化による収益シナジーの創出により高収
益の体質を目指すとともに、高成長が期待できるアジアを中心とした海外事業の展開を着実に推し進める所存です。
　今後は高収益と高成長を兼ね備えた企業として、「外食産業における日本一のエクセレント・リーディングカンパ
ニー」の地位確立とグローバル展開による企業価値の増大を目指してまいります。

① 中長期的な経営戦略
１. 既存事業の再強化（既存店の強化、ブランド価値向上）
２. 効率化の徹底（不採算店舗の閉鎖、業態転換の促進、イニシャルコストの低減）
３. 新規出店（出店候補地の厳選、新規出店の拡大促進）
４. シナジー効果の拡大（資材・食材の効率的な調達によるコスト削減、複合店・併設店・新業態の開発）
５. 成長戦略の一環としてＭ＆Ａによる事業拡大
６. 成長機会が最も高いアジア市場を中心とするグローバル展開
７. 内部統制強化によるガバナンス体制の確立とコンプライアンス推進

　引き続き厳しい経営環境が続くと思われます。なお、当社グループには、次の事業リスクが存在すると認識してお
ります。

② 当社グループの事業リスク
１. 商品・為替相場変動リスク
当社グループの主要商品であるコーヒー生豆の価格は、国際的なコモディティ価格の高騰による相場の上昇
や、昨今の新興国における需給の状況、生産地における天候等の影響を受けることがあります。このような
影響をヘッジする目的で、ニューヨーク生豆相場に基づく商社からの見積り提示価格をベースに、生豆の先
物買契約を締結し原料確保を行っており、また、その際為替相場の影響を回避する目的で実需の範囲内にお
いて為替の先物予約を実施しておりますが相場変動により影響を受けるリスクが存在します。
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対処すべき課題

２. 食品事故リスク
当社グループは、お客様に飲食を提供するために「食品衛生法」の規制を受けております。従来より、定期
的に第三者機関による細菌および衛生検査を各店舗で実施しておりますが、万一、食中毒事故等が発生し営
業停止等の処分を受けたり、法的規制が強化された場合にリスクが存在します。

３. 不動産の賃借リスク
当社グループの事務所および直営店舗は、そのほとんどが建物を賃借しております。賃借に際して差し入れ
る保証金等については、2022年２月末時点で、当社グループで約205億円あります。新規に出店する際の
与信管理を徹底させるとともに、特定の家主に対し出店が集中しないように取り組んでおりますが、賃借先
である家主の倒産等により一部回収不能となるリスクが存在します。

４. 店舗出店リスク
当社グループが出店する際の出店先の選定につきましては、店舗の収益性を重視しており、差入保証金や家
賃などの出店条件、商圏人口、競合店舗の有無等を勘案した上で一定条件を満たしたものを対象物件として
おります。このため、当社グループの出店条件に合致する物件がない場合は、出店予定数が変更となるリス
クが存在します。

５. 海外事業展開リスク
当社グループは、海外における事業展開を中期的な成長戦略のひとつとしております。しかしながら、各国
の法令・制度、政治・経済・社会情勢、文化・宗教・商慣習の違いや変更等により事前に想定できなかった
問題が発生するリスクが存在します。

６. 大規模自然災害・感染症リスク
当社グループは、特に出店が集中している地域である首都圏や大都市において、地震や大規模な台風、異常
気象等の自然災害及び新型インフルエンザや新型コロナウイルス感染症等が感染拡大した場合、正常な事業
運営が行えなくなるリスクが存在します。

７. 減損会計の適用リスク
当社グループは、店舗環境の変化や経済的要因により店舗毎の収益性が損なわれた場合、減損損失の認識を
必要とするリスクが存在します。

８. 情報漏洩リスク
当社グループは、お客様の個人情報等を有しております。個人情報の管理については個人情報保護法の趣旨
に沿った社内体制に基づき運用しておりますが、万一漏洩があった場合には、顧客に重大な損失を与えるば
かりでなく、当社グループの社会的信用の失墜につながる可能性があるリスクが存在します。
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主要な事業内容

(5) 主要な事業内容（2022年２月28日現在）
　当社を持株会社とする当社グループは、２つの中核事業会社（株式会社ドトールコーヒーと日本レストランシステ
ム株式会社）とその他子会社21社および関連会社３社で構成されており、コーヒーの焙煎加工ならびに販売および
多業態の飲食店経営を主力事業とし、その他、フランチャイズチェーンシステムによる飲食店の募集および加盟店の
指導事業、ベーカリー事業、食料品の販売事業を行っております。
　なお、主要な事業といたしましては、次の３事業であり各事業の内容は以下のとおりです。

① 日本レストランシステムグループ
日本レストランシステム株式会社が主に直営店におけるレストランチェーンを経営しており、「洋麺屋五右衛
門」および「星乃珈琲店」を主力業態としております。その他にも数多くの業態を保有し、多種多様な飲食店
を展開し、食材の仕入れから製造および販売までを事業活動として展開しております。

② ドトールコーヒーグループ
株式会社ドトールコーヒーが主に直営店およびフランチャイズシステムによるコーヒーチェーンの経営をして
おり、コーヒー豆の仕入、焙煎加工、直営店舗による販売、フランチャイズ店舗への卸売りやロイヤリティの
収入、また、コンビニエンスストア等へのコーヒー製品の販売をしております。

③ その他
Ｄ＆Ｎコンフェクショナリー株式会社は洋菓子の製造および卸販売、株式会社サンメリーはパンの製造および
販売、株式会社プレミアムコーヒー＆ティーは希少な高級コーヒー豆および紅茶を直輸入し提供等をそれぞれ
行っております。また、海外事業として、シンガポール、台湾、韓国の各国において直営店の運営を行ってお
り、その統括管理を海外統括会社であるＤ＆Ｎインターナショナル株式会社が行っております。
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主要な営業所及び工場

(6) 主要な営業所および工場（2022年２月28日現在）
当社 本社 東京都渋谷区猿楽町10番11号

㈱ドトールコーヒー

①　本社 東京都渋谷区神南一丁目10番１号
②　事務所 仙台事務所 仙台市青葉区

名古屋事務所 名古屋市中区
大阪事務所 大阪市中央区
福岡事務所 福岡市中央区

③　工場 関東工場 千葉県船橋市
関西工場 兵庫県加東市

④　直営店 北海道地区 ４店
東北地区 ７店
関東地区 270店
東海・北陸地区 16店
関西地区 50店
中国・四国地区 11店
九州地区 15店　合計373店

日本レストランシステム㈱

①　本社 東京都渋谷区猿楽町10番11号
②　事務所 大阪事務所 大阪市淀川区

福岡事務所 福岡市博多区
名古屋事務所 名古屋市中区

③　研修センター 田園調布研修センター 東京都世田谷区
大阪研修センター 大阪市淀川区

④　工場 東京セントラルキッチン 東京都大田区
⑤　直営店 北海道地区 19店

東北地区 10店
関東地区 407店
東海・北陸地区 77店
関西地区 109店
中国・四国地区 14店
九州地区 41店　合計677店

①　本社 東京都渋谷区神南一丁目10番１号
②　工場 ケーキワークス辰巳 東京都江東区

ケーキワークス田園調布 東京都大田区
Ｄ＆Ｎコンフェクショナリー㈱ ケーキワークス札幌 札幌市東区

ケーキワークス関西 大阪府豊中市
ケーキワークス名古屋 愛知県長久手市
ケーキワークス福岡 福岡市東区

①　本社 東京都渋谷区神南一丁目10番１号
㈱サンメリー ②　工場 坂戸工場 埼玉県坂戸市

③　直営店 関東地区 40店

Ｄ＆Ｎインターナショナル㈱
①　本社 東京都渋谷区猿楽町10番11号
②　海外子会社直営店 シンガポール 12店

台湾 ３店
韓国 ２店　合計17店

㈱プレミアムコーヒー＆ティー ①　本社 東京都渋谷区猿楽町10番11号
②　直営店 関東地区 １店
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使用人の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

(7) 使用人の状況（2022年２月28日現在）

使用人数 前連結会計年度末比増減
2,783名 28名増

使用人数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数
27名 １名増 39.5歳 ６年８ヶ月

① 企業集団の使用人の状況

(注) 上記使用人のほかに、パートタイマー 6,556名（１日８時間換算による月平均人数）を雇用しております。

② 当社の使用人の状況

(8) 主要な借入先の状況（2022年２月28日現在）

借入先 借入額 (百万円)

㈱三菱ＵＦＪ銀行 375

㈱みずほ銀行 220

㈱三井住友銀行 100

みずほ信託銀行㈱ 50

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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株式の状況、新株予約権等に関する事項

2 会社の現況
(1) 株式の状況（2022年２月28日現在）
① 発行可能株式総数 200,000,000株
② 発行済株式の総数 45,609,761株
③ 株主数 62,716名

株主名 所有株式数 持株比率
大林豁史 6,779千株 15.33％

日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口） 4,115 9.31

㈱マダム・ヒロ 3,732 8.44

鳥羽博道 1,360 3.08

日本たばこ産業㈱ 1,320 2.99

㈱日本カストディ銀行（信託口） 1,157 2.62

鳥羽　豊 833 1.88
パーシングディヴィジョンオブドナルドソンラフキンアンドジェンレッ
トエスイーシーコーポレイション 723 1.64

ビーエヌワイエムエスエーエヌブイ　ノン　トリーテイー　アカウント 605 1.37

大林美重子 465 1.05

④ 大株主（上位10名）

(注) 1. 持株比率は、小数点以下第３位を四捨五入しております。
2. 当社は、自己株式を1,392,950株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
3. 持株比率は、自己株式（1,392,950株）を控除して計算しております。

(2) 新株予約権等に関する事項
　該当事項はありません。
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会社役員の状況

会社における地位 氏名 担当および重要な兼職の状況

代表取締役会長 大林豁史

日本レストランシステム㈱代表取締役会長兼社長
㈱ドトールコーヒー代表取締役会長
㈱サンメリー代表取締役会長
㈱プレミアムコーヒー＆ティー代表取締役会長

代表取締役社長 星野正則
㈱ドトールコーヒー代表取締役社長
Ｄ＆Ｎインターナショナル㈱代表取締役社長
日本レストランシステム㈱取締役

常務取締役 竹林基哉 ㈱ドトールコーヒー専務取締役

常務取締役 天間靖之 日本レストランシステム㈱専務取締役

取締役 橋本邦夫 Ｄ＆Ｎインターナショナル㈱取締役

取締役 菅野眞博
㈱ドトールコーヒー常務取締役
㈱サンメリー代表取締役社長
㈱プレミアムコーヒー＆ティー代表取締役社長

取締役 合田知代 Ｄ＆Ｎコンフェクショナリー㈱代表取締役社長
日本レストランシステム㈱常務取締役

取締役 関根一博 ㈱ドトールコーヒー取締役

取締役 河野雅治 ㈱三井住友フィナンシャルグループ社外取締役

取締役 大塚　東

常勤監査役 川﨑嘉範 日本レストランシステム㈱監査役

常勤監査役 反田秀幸 ㈱ドトールコーヒー監査役

監査役 浅井廣志

監査役 松本省藏

(3) 会社役員の状況
① 取締役および監査役の状況（2022年２月28日現在）

(注) 1. 取締役河野雅治および大塚東の両氏は、社外取締役であります。
2. 監査役浅井廣志および松本省藏の両氏は、社外監査役であります。
3. 当社は、取締役河野雅治、取締役大塚東、監査役浅井廣志、監査役松本省藏の４氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員と
して指定し、同取引所に届け出ております。
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会社役員の状況

② 取締役の個人別の報酬等の内容の決定方針に係る事項
当社は、2021年２月24日の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議し
ております。

基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益
と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とします。
業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等（以下、「賞与」という。）および
非金銭報酬等である株式報酬（以下、「株式報酬」という。）により構成し、監督機能を担う社外取締役に
ついては、その職務に鑑み、基本報酬のみとします。

１．基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数などに応じて、他社の報酬水準や当社の
業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定します。

２．業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
①　賞与

事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結営
業利益の目標値に対する達成度合いなどを基準に総合的に勘案して算出された額を賞与として、定時株主総
会の決議後の取締役会で決定します。
②　株式報酬

譲渡制限付株式として、グループ各社の業務執行取締役に対して支給
各事業会社の営業利益の目標値に対する達成度合いなどを基準に総合的に勘案して算出された額から株式数
を算出します。支給する場合は、定時株主総会後の取締役会で決定します。
賞与及び株式報酬についての目標となる業績指標とその値は、適時、経営環境の変化に応じ、報酬委員会の
答申を受けます。

47



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告

2022/04/21 17:15:36 / 21824425_株式会社ドトール・日レスホールディングス_招集通知

会社役員の状況

３．金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合
の決定に関する方針
業務執行取締役の基本報酬、賞与、株式報酬の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業
種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬のウエイトが
高まる構成とし、報酬委員会において検討を継続します。
取締役会は報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬
等の内容を決定します。

４．取締役の個人別報酬等の内容についての決定に関する事項

①　基本報酬及び賞与
個人別の基本報酬及び賞与の金額については取締役会決議に基づき代表取締役がその具体的内容の決定につ
いて委任を受けます。
その内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業会社の業績を踏まえた賞与の評価配分をし
ます。
取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、報酬委員会に原案を諮問し答申を得る
ものとし、代表取締役は、当該答申の内容に従って決定します。
②　株式報酬
株式報酬は報酬委員会の答申を受け、取締役会で取締役個人別の報酬債権支給額と割当株式数を決議しま
す。

取締役会は当事業年度に係る取締役の個人別報酬等について、決定された報酬等の内容が当該決定方針と整
合していると判断しております。
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会社役員の状況

区分 支給人員 支給総額

取締役（うち社外取締役） 10名（2名） 210百万円（ 9百万円）

監査役（うち社外監査役） 4名（2名） 27百万円（ 8百万円）

合　計（うち社外役員計） 14名（4名） 237百万円（18百万円）

③ 取締役および監査役の報酬等の総額

(注) 1. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 取締役の報酬等の額は、2008年５月29日開催の第１期定時株主総会において年額３億6,000万円以内（うち社外取締役分2,000万円以
内）（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。当該株主総会終結時点の対象取締役の員数は8名です。
また、2020年５月26日開催の第13期定時株主総会において、上記報酬枠とは別枠で、取締役（社外取締役を除く。）に対し、譲渡制限
付株式の付与のために支給する金銭報酬債権として年額２億円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。
当該株主総会終結時点の対象取締役の員数は10名です。

3. 監査役の報酬等の額は、2008年５月29日開催の第１期定時株主総会において年額１億2,000万円以内と決議いただいております。当該
株主総会終結時点の対象監査役の員数は4名です。

4. 取締役の固定報酬については株主総会において決議された報酬総額の限度内で、取締役会の決議により一任された代表取締役社長星野正
則が、各取締役の職責、貢献度、及び執行状況並びに会社の業績や経済状況等を勘案し決定しております。

5. 当事業年度においては、固定報酬のみを支給しております。

④ 社外役員に関する事項
イ. 他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係
取締役河野雅治氏は、株式会社三井住友フィナンシャルグループの社外取締役であります。当社と兼職先と
の間には特別の関係はありません。
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会社役員の状況

区分 氏名 主な活動状況（期待される役割に関して行った職務の概要）

取締役

河野雅治

当事業年度に開催された取締役会17回のうち16回に出席いたしました。
河野雅治氏は、外交官としての豊富な経験と国際情勢に関する専門的かつ幅広い知見を有
しており、取締役会においてグローバルの有用な意見・適切な提言を行っています。報酬
委員会委員として、取締役の報酬に関して独立した立場から積極的に意見をするなど職務
を適切に遂行しており、また、当社の取締役会の監督およびコーポレートガバナンスの充
実・強化に貢献しております。

大塚　東

当事業年度に開催された取締役会17回のうち17回に出席いたしました。
大塚東氏は、金融機関での実績や企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有してお
り、これまでの経験を基に取締役会において幅広い観点から有用な意見・適切な提言を行
っています。報酬委員会委員として、取締役の報酬に関して独立した立場から積極的に意
見をするなど職務を適切に遂行しており、また、当社の取締役会の監督およびコーポレー
トガバナンスの充実・強化に貢献しております。

区分 氏名 主な活動状況

監査役

浅井廣志
当事業年度に開催された取締役会17回のうち16回、監査役会12回のうち12回に出席い
たしました。
浅井廣志氏は、出身分野での豊富な経験と幅広い知見、および高い独立性に基づく客観的
な視点に基づき適宜質問をし、意見を述べております。

松本省藏
当事業年度に開催された取締役会17回のうち17回、監査役会12回のうち12回に出席い
たしました。
松本省藏氏は、出身分野での豊富な経験と幅広い知見、および高い独立性に基づく客観的
な視点に基づき適宜質問をし、意見を述べております。

ロ. 当事業年度における主な活動状況

ハ. 責任限定契約の内容の概要
当社は各社外取締役および各社外監査役と、会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結してお
り、当該契約に基づく賠償の限度額は同法第425条第１項各号が定める額の合計額であります。

ニ. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険（以下「Ｄ＆Ｏ保険」という。）契約を
保険会社との間で締結しており、これにより、取締役・監査役等が業務に起因して損害賠償責任を負った場
合における損害（ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く。）等を填補することと
しております。なお、Ｄ＆Ｏ保険の保険料は、全額を当社が負担しております。
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会計監査人の状況

支払額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 24百万円

当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 66百万円

(4) 会計監査人の状況
① 会計監査人の名称　　　有限責任 あずさ監査法人

② 当該事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておら
ず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

③ 会計監査人の報酬等について監査役会が同意した理由
　監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査
計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を
行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第１項および同条第２項の同意の判断をいたしま
した。

④ 非監査業務の内容
　該当事項はありません。

⑤ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出
する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意
に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主
総会において、会計監査人を解任した旨およびその理由を報告いたします。

⑥ 責任限定契約の内容の概要
　該当事項はありません。
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業務の適正を確保するための体制、業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

(5) 業務の適正を確保するための体制
　当社は、取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確
保するための体制について、取締役会において決議しております。その概要は次のとおりであります。

① 当社および子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保する
ための体制
（ⅰ）当社取締役会は、法令等遵守（以下「コンプライアンス」という。）のための体制を含む内部統制システ

ムの整備方針・計画について決定するとともに、当社および当社子会社（以下「当社グループ」とい
う。）の状況について定期的に報告を受ける。

（ⅱ）当社監査役は、独立した立場から、内部統制システムの整備・運用状況を含め、当社グループ取締役の職
務執行を監査する。

（ⅲ）当社内部監査室は、当社グループの内部統制システムが有効に機能し、運営されているか調査し、整備方
針・計画の実行状況を監視する。調査結果は、当社代表取締役社長に報告する。

（ⅳ）当社代表取締役社長は、当社グループ取締役の中からコンプライアンスを推進する責任者を任命し、グル
ープ全体のコンプライアンス体制の整備および問題点の把握に努めるとともに当社グループの取締役およ
び使用人のコンプライアンス教育を推進し、意識の維持・向上に努める。また、任命を受けた当社グルー
プ取締役は、重要な問題を随時取締役会に報告する。

（ⅴ）当社グループは、健全な会社経営のため、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関
わりを持たず、これら反社会的勢力に対しては、警察等の外部専門機関と緊密に連携し、全社を挙げて毅
然とした態度で対応する。

② 当社および子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　当社の取締役会にて経営に重大な影響をおよぼすリスクをトータルに認識、検討をするとともに想定されるリス
クについては、当社グループ各社の責任者が研修や会議を通じて具体的なリスク管理対応策を検討、実施する。
　また、当社グループにおいて認識された事業運営上のリスクのうち、重要な内容については、対応方針を取締役
会において決定し、各関係責任者がこれを実行することでリスクの発生を防止する。
　なお、重大な不測事態が発生し、または発生するおそれが生じた場合、当社代表取締役社長を本部長とする対策
本部を設け迅速に対応し、事態の早期収拾に努めるとともに、原因追究を行い再発防止に努める。

③ 当社および子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　取締役会を経営方針、法令に定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに業務執行状況を
監督する機関として、定例で月１回開催し、必要に応じて臨時取締役会を招集する。取締役会の機能をより強化し
経営効率を向上させるため、当社グループ取締役が出席する経営会議を毎月１回開催し、業務執行に関する基本的
事項および重要事項に係る意思決定を機動的に行う。
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業務の適正を確保するための体制、業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　当社グループ取締役の職務権限、担当業務に関しては、当社グループ各社において、取締役会規程、職務権限規
程等に基づき明確にし、会社の機関相互の適切な役割分担と連携を確保する。

④ 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
　当社は、法令・社内規程に基づき、文書等の保存・管理（文書管理規程）を行い、必要な関係者が閲覧できる体
制を整備する。また、情報の管理についてはセキュリティに関するガイドライン、個人情報保護法に関する基本方
針を定めて対応する。

⑤ 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制その他当社およびその子会
社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
（ⅰ）当社グループにおけるリスク管理、コンプライアンス管理および内部監査については互いに緊密な連携を

とり進め、当社業務運営の基本方針に準じて業務遂行を行う。また、子会社の経営に関しては、その自主
性を尊重しつつ、経営会議等において事業内容の定期的な報告を受け、重要案件についての事前協議を行
う。

（ⅱ）当社グループは、業務の有効性と効率性、財務報告の信頼性の確保および関連法規の遵守については、内
部統制の充実を図るとともに、より有効に機能するため、評価、維持および改善等を行う。

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並
びにその使用人の取締役からの独立性およびその使用人に対する監査役の指示の実効性に関する事
項

　取締役会は、監査役の求めにより必要に応じて監査役の業務補助を行う使用人を置くこととし、その人事につい
ては、取締役と監査役が協議を行う。
　監査役から監査業務に必要な指示を受けた使用人は、その指示に関する限りにおいては、取締役の指揮命令を受
けないものとする。

⑦ 当社の取締役および使用人、並びに子会社の取締役、監査役および使用人が監査役に報告するため
の体制その他の監査役への報告に関する体制

　当社グループの取締役、監査役および使用人は、会社経営および事業運営上の重要事項（コンプライアンス、リ
スクに関する事項を含む）並びに業務執行の状況および結果を監査役に報告する。また、当社グループ取締役は、
会社に著しい損害をおよぼすおそれのある事実があることを発見した場合は、直ちに当社監査役会に報告する。
　なお、当社グループ監査役および監査役会への報告は、誠実に洩れなく行うこととし、定期的な報告に加えて必
要に応じその都度遅延無く行う。
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業務の適正を確保するための体制、業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　当社グループは、監査役への報告を行った当社グループの取締役および使用人に対し、当該報告をしたことを理
由として不利益な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役および使用人に周知徹底する。

⑧ 監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
　当社は、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該監査役の
職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

⑨ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　監査役は、代表取締役・内部監査室および会計監査人と定期的な情報交換をする場を設けるほか、取締役会に出
席し積極的に発言する。監査役は、重要な意思決定および業務の執行状況を把握するため、社内や子会社の重要な
会議へ参加し、必要に応じて取締役または使用人に説明を求めることとする。
　取締役または取締役会は、監査役が必要と認めた重要な取引先の調査への協力、監査役の職務遂行上、監査役が
必要と認めた場合、弁護士および公認会計士等の外部専門家との連携を図れる環境の体制を整備する。

(6) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当社グループは、内部統制システムに関して、以下の具体的な取組みを行っております。

① 取締役の職務執行
　社外取締役２名を含む取締役10名は、原則月１回開催（当事業年度は17回開催）される取締役会に出席し、経
営環境の変化に迅速な意思決定ができるよう努めております。取締役会では、経営に関する重要事項の審議、業務
執行の決定、取締役の職務の執行の監督を行っております。運営に当たっては、その分野の専門家等にアドバイス
を求め、法令・定款違反行為の未然防止に努めております。

② 監査役の職務執行
　社外監査役２名を含む監査役４名は、監査役会が決定した監査計画、監査業務の分担等に基づき、取締役の職務
の執行を監査しております。また、取締役会、その他の重要な会議に出席し、当社グループの経営状況を監視する
とともに、内部監査室および会計監査人との間で定期的に情報交換等を行うことで、内部統制システムの整備並び
に運用状況を確認しております。

③ コンプライアンス体制
　当社では、取締役の中からコンプライアンスを推進する責任者を任命し、グループ全体のコンプライアンス体制
の整備および問題点の把握に務めるとともに取締役および使用人のコンプライアンス教育を推進し、意識の維持・
向上に努めております。また、法令・定款違反行為やコンプライアンスに関する社内通報体制として、当社グルー
プ各社に相談・通報体制（社内通報制度）を設置して、早期に問題点の対応を図るように努めております。また、
運用に当たっては、情報提供者の保護を十分に配慮した「リスク・コンプライアンス規程」を定め、厳正に実施し
ております。
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業務の適正を確保するための体制、業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

④ リスク管理体制
　当社では、「リスク管理規程」により、内部監査室において潜在リスクの洗い出し、分析、整理を行うととも
に、リスクの事前予防策、対応策の検討などを行っております。また、内部監査室が、各部門のリスク管理の状況
を監査し、その結果を定期的に代表取締役社長に報告し、取締役会において、改善策を審議・決定しております。

⑤ 子会社経営管理
　当社グループでは、毎月経営会議等を開催しており、各子会社役員から、月次業績や経営計画の進捗状況および
業務執行状況等について報告を受け、質疑応答を行って情報の共有化を図るなど、子会社の経営管理体制を構築し
ております。また、当社が定める「取締役会規程」「職務権限規程」に基づき、子会社に必要とされる稟議事項に
ついては、親会社である当社への事前報告を行い、当社の取締役若しくは取締役会において十分な検討を行い、承
認決裁を行うことで、子会社の業務の適正を確保しております。

⑥ 内部監査体制
　当社では、内部統制システムの整備・運用状況を合法性と合理性の観点から検証・評価するために、業務執行ラ
インからは独立した社長直結の組織として内部監査室を設置しております。内部監査室は、本社、店舗、工場およ
び関係会社を含む業務全般を対象として内部監査を行い、監査結果を代表取締役社長に報告しております。また、
監査役および会計監査人と常に連絡・調整し、監査の効率的実施に努めております。

⑦ 反社会的勢力排除に対する取組み状況
　当社では、健全な会社経営のため、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関わりを持た
ず、これら反社会的勢力に対しては、警察等の外部専門機関と緊密に連携し、全社を挙げて毅然とした態度で対応
する方針を掲げ、関係を遮断する体制を構築しております。

(注) この事業報告に記載の金額および株式数は、単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結貸借対照表

連結貸借対照表 (単位：百万円)

科目 第15期
2022年２月28日現在

資産の部

流動資産 49,180

現金及び預金 34,546

受取手形及び売掛金 4,998

商品及び製品 2,478

仕掛品 107

原材料及び貯蔵品 1,451

その他 5,622

貸倒引当金 △22

固定資産 69,046

有形固定資産 45,098

建物及び構築物 21,141

機械装置及び運搬具 932

土地 19,419

リース資産 2,277

その他 1,326

無形固定資産 575

投資その他の資産 23,372

投資有価証券 639

繰延税金資産 600

敷金保証金 20,592

退職給付に係る資産 28

その他 1,511

資産合計 118,227
　

科目 第15期
2022年２月28日現在

負債の部
流動負債 16,409
支払手形及び買掛金 5,034
短期借入金 470
1年内返済予定の長期借入金 60
未払法人税等 1,898
賞与引当金 1,051
役員賞与引当金 15
株主優待引当金 134
その他 7,746

固定負債 7,707
長期借入金 215
リース債務 794
退職給付に係る負債 2,215
資産除去債務 2,221
その他 2,260

負債合計 24,117
純資産の部
株主資本 93,856
資本金 1,000
資本剰余金 16,638
利益剰余金 78,792
自己株式 △2,574
その他の包括利益累計額 0
その他有価証券評価差額金 79
為替換算調整勘定 △42
退職給付に係る調整累計額 △36
非支配株主持分 252
純資産合計 94,109
負債純資産合計 118,227
　

連結計算書類
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連結損益計算書

連結損益計算書 (単位：百万円)

科目
第15期

2021年 3 月 1日から
2022年 2 月28日まで

売上高 109,363
売上原価 45,048

売上総利益 64,315
販売費及び一般管理費 66,098
営業損失 △1,783
営業外収益 389
受取利息 16
受取配当金 14
為替差益 162
不動産賃貸収入 69
その他 126

営業外費用 85
支払利息 13
不動産賃貸費用 46
持分法による投資損失 21
その他 3

経常損失 △1,478
特別利益 8,067
固定資産売却益 1
助成金収入 8,066

特別損失 3,160
固定資産除却損 14
減損損失 3,146

税金等調整前当期純利益 3,428
法人税、住民税及び事業税 1,741
法人税等調整額 426
当期純利益 1,260
非支配株主に帰属する当期純利益 38
親会社株主に帰属する当期純利益 1,221
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連結株主資本等変動計算書

第15期（2021年３月１日から2022年２月28日まで） (単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
2021年３月１日　残高 1,000 16,638 78,632 △2,578 93,692
連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 － － △1,061 － △1,061
親会社株主に帰属する当期
純利益 － － 1,221 － 1,221

自己株式の取得 － － － △0 △0
自己株式の処分 － △0 － 4 4
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額 (純額)

連結会計年度中の変動額合計 － △0 160 3 164
2022年２月28日　残高 1,000 16,638 78,792 △2,574 93,856

その他の包括利益累計額
非支配株主持分 純資産合計その他有価証

券評価差額金
為 替 換 算
調 整 勘 定

退職給付に係
る調整累計額

その他の包括利
益 累 計 額 合 計

2021年３月１日　残高 53 69 △34 88 219 94,000
連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 － － － － － △1,061
親会社株主に帰属する当期
純利益 － － － － － 1,221

自己株式の取得 － － － － － △0
自己株式の処分 － － － － － 4
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額 (純額) 26 △111 △2 △87 32 △54

連結会計年度中の変動額合計 26 △111 △2 △87 32 109
2022年２月28日　残高 79 △42 △36 0 252 94,109

連結株主資本等変動計算書
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貸借対照表

貸借対照表 (単位：百万円)

科目 第15期
2022年２月28日現在

資産の部

流動資産 1,494

現金及び預金 1,290

未収法人税等 203

その他 0

固定資産 63,918

有形固定資産 0

その他 0

投資その他の資産 63,917

関係会社株式 60,914

関係会社長期貸付金 5,180

関係会社貸倒引当金 △2,177

資産合計 65,412
　

科目 第15期
2022年２月28日現在

負債の部

流動負債 264

未払法人税等 16

賞与引当金 28

株主優待引当金 134

その他 85

負債合計 264

純資産の部

株主資本 65,148

資本金 1,000

資本剰余金 58,374

資本準備金 1,000

その他資本剰余金 57,374

利益剰余金 8,194

その他利益剰余金 8,194

繰越利益剰余金 8,194

自己株式 △2,420

純資産合計 65,148

負債純資産合計 65,412
　

計算書類
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損益計算書

損益計算書 (単位：百万円)

科目
第15期

2021年 3 月 1日から
2022年 2 月28日まで

営業収益 1,788

事業会社管理収入 588

関係会社配当金収入 1,200

売上総利益 1,788

営業費用 779

一般管理費 779

営業利益 1,008

営業外収益 238

受取利息 51

業務受託料 186

その他 0

営業外費用 0

支払手数料 0

経常利益 1,247

特別損失 259

関係会社貸倒引当金繰入額 259

その他 0

税引前当期純利益 988

法人税、住民税及び事業税 57

当期純利益 931
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株主資本等変動計算書

第15期（2021年３月１日から2022年２月28日まで） (単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 そ の 他
資本剰余金

資本剰余金
合 計

そ の 他
利益剰余金 利 益 剰 余 金

合 計繰 越 利 益
剰 余 金

2021年３月１日　残高 1,000 1,000 57,374 58,374 8,324 8,324

事業年度中の変動額

剰余金の配当 － － － － △1,061 △1,061

当期純利益 － － － － 931 931

自己株式の取得 － － － － － －

自己株式の処分 － － △0 △0 － －

事業年度中の変動額合計 － － △0 △0 △130 △130

2022年２月28日　残高 1,000 1,000 57,374 58,374 8,194 8,194

株主資本
純 資 産 合 計

自 己 株 式 株主資本合計

2021年３月１日　残高 △2,424 65,274 65,274

事業年度中の変動額

剰余金の配当 － △1,061 △1,061

当期純利益 － 931 931

自己株式の取得 △0 △0 △0

自己株式の処分 4 4 4

事業年度中の変動額合計 3 △126 △126

2022年２月28日　残高 △2,420 65,148 65,148

株主資本等変動計算書
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連結会計監査報告

有限責任 あずさ監査法人
　 東京事務所
指定有限責任社員 公認会計士 上 野 直 樹業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員 公認会計士 木 村 純 一業 務 執 行 社 員

独立監査人の監査報告書
2022年４月22日

株式会社ドトール・日レスホールディングス
取締役会　御中

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ドトール・日レスホールディングスの2021年３月１日から2022
年２月28日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連
結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ドトー
ル・日レスホールディングス及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要
な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人
の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定
に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示するこ
とにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当
該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかど
うかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的
に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査報告

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結会計監査報告

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を
行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施

する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際

して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記

事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業

の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提
に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業とし
て存続できなくなる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかととも
に、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表
示しているかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査
人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人
の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその
内容について報告を行う。
利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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個別会計監査報告

有限責任 あずさ監査法人
　 東京事務所
指定有限責任社員 公認会計士 上 野 直 樹業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員 公認会計士 木 村 純 一業 務 執 行 社 員

独立監査人の監査報告書
2022年４月22日

株式会社ドトール・日レスホールディングス
取締役会　御中

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ドトール・日レスホールディングスの2021年３月１日か
ら2022年２月28日までの第15期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記
表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に
係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人
の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に
従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示すること
にある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内
部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、
我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事
項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、
不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。

計算書類に係る会計監査報告
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個別会計監査報告

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を
行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施

する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際し

て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記

事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の

前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に
関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監
査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続で
きなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかととも
に、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示し
ているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人
の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその
内容について報告を行う。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会監査報告

監　査　報　告　書

　当監査役会は、2021年３月１日から2022年２月28日までの第15期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成し

た監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及

び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の

使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及

び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な

事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に

適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１

項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）に

ついて、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明い

たしました。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の

報告を受けました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人から

その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われる

ことを確保するための体制」を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の

通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株

主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本

等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

監査役会の監査報告
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監査役会監査報告

株式会社ドトール・日レスホールディングス　監査役会

常勤監査役 川 﨑 嘉 範 ㊞
常勤監査役 反 田 秀 幸 ㊞
監　査　役 浅 井 廣 志 ㊞
監　査　役 松 本 省 藏 ㊞

２. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。

二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の

記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

　会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2022年４月25日

(注) 監査役のうち浅井廣志、松本省藏は、会社法第２条第16号及び第335条第３項に定める社外監査役であります。

以　上
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地図

会場
セルリアンタワー東急ホテル 地下２階 ボールルーム
〒150－8512　東京都渋谷区桜丘町26番１号　TEL 03（3476）3000

交通

●東京メトロ 銀座線・半蔵門線・副都心線
●ＪＲ 山手線・埼京線
●東急 東横線・田園都市線
●京王 井の頭線

各「渋谷駅」より徒歩５分

本年も株主総会ご出席者への「お土産」を取りや
めさせていただきます。
何卒ご理解賜りますよう宜しくお願い申し上げま
す。
　

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

　

株主総会会場ご案内図

至吉祥寺 京王井の頭線

道玄坂

交番

JR南改札西口

ハチ公口
ハチ公

至代官山

歩道橋

国道246号線

渋谷マークシティ

首都高速３号線

至恵比寿

神泉駅

セルリアンタワー
東急ホテル

109

明
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京王渋谷駅

田園都市線・
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地下鉄
半蔵門線

地下鉄
銀座線
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JR
渋谷

東急
田園
都市
線

渋谷
ヒカリエ

東急プラザ
（渋谷フクラス）

渋谷
スクランブル
スクエア

渋谷駅

◎例年開会間際は受付が大変混雑いたしますので、お早めのご来場をお願い申しあげます。(午前９時受付開始予定)


